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議会運営委員会 

 

令和５年１月１７日（火曜日）午後１時30分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 齊 藤 誠 之 副 委 員 長 星   宏 子 

委 員 山 形 紀 弘 委 員 中 里 康 寛 

委 員 森 本 彰 伸 委 員 鈴 木 伸 彦 

委 員 小 島 耕 一 委 員 大 野 恭 男 

 

欠席委員（なし） 

 

オブザーバー（２名） 

議 長 松 田 寛 人 副 議 長 相 馬   剛 

 

説明のための出席者（なし） 

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 増 田 健 造 議 事 課 長 相 馬 和 男 

議事課長補佐 
兼庶務係長 

印 南 恵 子 議事調査係長 長 岡 栄 治 

主 査 飯 泉 祐 司   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．挨 拶 

    ・委員長 

  ３．協議事項 

   ⑴模擬議会について 

   ⑵事務事業評価について 

   ⑶議会基本条例の見直しについて 

   ⑷傍聴者アンケートの見直しについて 

   ⑸議員定数の見直しについて 

   ⑹その他 
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  ４．閉 会 
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◎委員長挨拶 

○齊藤委員長 １か月半ぐらいですかね。まだまだ

お尻に火がついた状態で抱えているものもあるん

ですが、皆さんと協議して、しっかりと回答を出

しつつ、できなかったものは次年度以降につなげ

ていくというふうにしていきたいと思いますので、

忌憚のない御意見をよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  今日ちょっと件数が多いのと、協議いただきた

いものがたくさんありますので、よろしくお願い

したいと思います。 

  それでは、議会運営委員会のほうを始めさせて

いただきます。 

  早速協議事項と思ったんですけれども、議長何

かしゃべりますか。１月最初ですけれども、午前

中しゃべったから大丈夫ですか。お疲れさまでし

た。ありがとうございました。 

  じゃ、議長の挨拶はないけれども、割愛という

ことで。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○齊藤委員長 では、続きまして、３番、協議事項

に早速入りたいと思います。 

  今週の土曜日にもう迫りました模擬議会につい

てを議題といたしたいと思います。 

  前回どこまで話したかがもう頭の中に残ってい

ませんので、まず事務局から今飛ばしてもらった

シナリオのほうを御覧ください。 

  まず、あれなんですけれども、中里委員長とか

にもちょっと謝らなきゃならないんですけれども、

本来であれば、議運と広聴広報でドッキングして

やりましょうということで、コラボでやりたかっ

たんですけれども、私のほうがちょっとあせりが

あって、基本的に議運の正副のほうで決めていっ

てしまったというところがあって、うまく巻き込

めなかったというところがあって、人を呼ぶとか、

そういったところで、御協力をいただいていると

いう形にはなっているんですが、この先も基本的

に組んできてしまっている経緯がございますので、

引き続き、この先に出てくる答弁のところとか、

そういったところで御協力いただくという形でや

っていきたいと思いますので、本当に申し訳ない

という形でここまでちょっと、今日までも資料つ

くっている段階だったので、申し訳なかったです。 

  今、御覧になってくれているとおり、シナリオ

をつくりました。前半ということで、この議運の

メンバーと広聴広報の皆さんに関しましては、10

時にこちら議会棟のほうに集まっていただきたい

と思っております。当日はお休みの日なので、右

側の東口からしか入れないということなので、車

はここの南の駐車場に一応模擬議員の方という形

で案内しているので、13名いらっしゃいますから、

全員車かどうかは分からないんですけれども、も

し余裕があれば、そちらの広いほうに止めて歩い

てきてくれると助かります。あとは後ろですね。

それでお願いしたいと思います。 

  案内のほうにあったとおり、今回議運と広聴広

報とあと２名の方、議活の星野さんと、あと建設

経済の委員長の田村さんに、回答をするお役目を

ちょっと御依頼しておりますので、最初13名の議

員さんと、正副議長入れて15名の議員の皆さんに

関して、10時に来ていただくという形に、正副議

長はどうするか、10時でいいですか。 

○長岡議事調査係長 議運のオブザーバーというこ

とで。 

○齊藤委員長 当日来なくても大丈夫か、説明して

おけば。 

  じゃ、すみません。13名はお弁当の注文があっ
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たと思うんで、そちらの意思だけお願いしたいと

思います。ちょっと山形さんにお願いしちゃうと

思うんですけれども。注文忘れずにお願いしたい

と思います。 

  10時から準備をして、11時までには一旦リハも

含めて、形をつくっていきたいと思います。11時

から昼食にして、11時半には、今度は全議員さん

がこちらに来ますので、そちらの議員さんは御飯

を食べたら来てくださいということになっていま

す。 

  全体の議員さん集まったら、全部の説明という

形になるんですけれども、今回、一応全議員にし

た理由は、前回も言ったとおり、市民の方が意見

表明していただくということで、役がなくてもし

っかりと聞き手に回っていただくということで、

執行部席のほうを埋めるということで、お声がけ

をしているということになっています。 

  12時から受付をいたします。こちらで、受付を

した後に、12時半から事前の説明を模擬議会の議

員さんのほうに説明をしていきたいと思います。

12時55分からマイクアナウンスということで、こ

こは広聴広報星副委員長ということですね。13時

から開会になります。 

  やり方に関しましては、これからまた言ってい

くんですけれども、議長の挨拶をいただいた後に、

私が説明をし、一応議会さながらのシミュレーシ

ョンになっておりますので、当日の会議録署名議

員と議運長の報告等々を入れて始めたいと思って

おります。 

  13時10分ぐらいからスタートということで、後

は見たとおりになります。前半６名までやった後

に、10分間休憩を挟んだら、今度裏面になります。

裏面のほうで、同じく残り７名の模擬議員の方の

意見表明をお聞きするという形になっていきます

ので。 

  終わった後に、この間言っていただいた修了証

と副議長の謝辞、写真の撮影、アンケートを渡し

て終了となります。 

  こんな感じでスケジュールは組ませていただき

たいと思いますけれども、この時点で何か分から

ないところありますか。大丈夫ですかね。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 じゃ、次に、当日の人員配置という

ことで、次のほう飛ばしてください。 

  先ほど書いたとおりです。10時集合ということ

で、田村議員と星野議員が追加ということです。

会場レイアウトに関しては、またこの後やります。

今、席順は、まだこちらで決めて、ある程度決ま

ったんですけれども、当日ここ座ってくださいみ

たいな感じでやっていきますので、また指名させ

ていただきたいと思います。今日資料に入ってい

るのは、模擬議員のほうの着席の図ということに

なっております。 

  お弁当を取っておきましょうということですね。

12時から受付ということで、受付の模擬議員用の

ほうを山形議員にお願いしたいと思います。傍聴

者のほうを森本さん、市役所の入り口にこれは室

井議員ですね、広聴広報のほうの。正面玄関なん

で、残念ながら外にいてもらうという形になっち

ゃいます。林議員が東口のほうにいてもらおうと

いう形になっています。 

  益子丈議員がエレベーター、中里議員はそこの

４階のフロア、そこをお願いしたいと思っており

ます。議場の入り口の受付が。 

○長岡議事調査係長 入ってからの御案内ですかね。 

○齊藤委員長 入ってからの御案内、そう。議場の

中で、大野さんが誰々議員はそこというような感

じで、エスコートをお願いしたいと思います。議

場内案内。 

○長岡議事調査係長 もし、例えばおトイレとか、



－5－ 

休憩しますとか言っていただいたときのコンシェ

ルジュ。 

○齊藤委員長 コンシェルジュ的なのをちょっと、

これどこどこに何がありますとか、トイレそこで

すとか、そんな感じで。お三方大体同じ役目です。

鈴木さんと小島さんはそれということで。席はこ

の後出てきますから、その図のとおり座っていた

だいて、トイレはそこにありますというような説

明をしておいてもらえると結構ですね、お願いし

たいと思います。 

  先ほどいったとおり、12時半から説明。１時か

らやりますということですね。何の役もない議員

は聞いているだけになるけれども、そのとおりに

なっておりますのでよろしくお願いいたします。 

  実際来てくれる方と、何名かもう来ないという

残念な欠席の連絡も来ているんですけれども、そ

れは仕方ないのかなとは思いますんで。 

  次は、レイアウトにしましょうか。 

  模擬議員の配置はこういうふうにしました。昨

日ちょっと事務局と置いてみたんですけれども、

真ん中から見える位置と、質問者のところへかぶ

らないようにということで、配置をさせていただ

いたので、このように座っていただくようにしま

した。この順番が発言順という形で決めさせてい

ただいておりますので、受付、中入った人は、お

名前聞いてこの場所にリードしてあげてください。

標柱は名前つくっているよね。 

○長岡議事調査係長 お名前つくってあります。 

○齊藤委員長 つくってあると思うんで、そこ座っ

てくださいということでお願いしたいと思います。 

  議員さんのほうお願いします。 

  議員のほうもこんな感じにいたしました。名前

書いていない人はお休みということで。一応順番

に置いていったということです。 

  次に、発言議員の指名じゃなくて、通告書は一

緒でいいか。じゃ、指名議員と発言議員のやつ、

こちら御覧ください。これ発言順になっていると

ころと、テーマと、あと一番右に独断と偏見で私

のほうで名前を宛てがえさせていただきました。

議運の方は今ならチャンスなんですけれども、こ

こにいる人は俺これじゃ嫌だからこれにしてとい

うのがあれば、言っていただいてもいいと思って

いるんですが、基本的にそんなに自分の意見を全

部返せというわけでもないというのと、回答はこ

の間言ったとおり一、二分で納めるということに

なるので、この名前が書いてある方の意見表明の

テーマに対して回答をするという形になってきま

す。自分のところをちょっと見てみてください。 

  ここに、先ほどいったとおり、星野さんと田村

議員をお借りしているという状況になっています。

一応星野さんは活性化特別委員会の副委員長とい

うことと、あと、この後のちょっと話になるんで

すけれども、田村議員がいてくれると常任委員長

が３人そろうので、そういったところでちょっと

一緒にお手伝いしてくださいということで、声か

けをいたしました。 

  基本的な要望と、一番最初何か質問で返ってき

ちゃって、どうお考えですかみたいなのがあった

んで、ちょっとそれは変えてくださいということ

で、飯泉君のほうから頑張って返していただいて

います。また再度返ってきたという形で、随分よ

くなったなという感じで、うちらは普通に淡々と

出していますけれども、市民の方にそういう説明

をして出しても伝わらないものだと今、話をして

いたんですけれども、結構際どいものから、いい

ものからということでやっています。うまく思い

を受け取っていただいて、どちらかというと、後

ろのお尻の言葉が、議会としても調査研究をして

いきますとか、あとは参考にさせていただきます

という程度の言葉で返していただければいいかな
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というのと、あと、入りは、例えば中里康寛さん

という方が質問したら、僕が回答だとしたら、た

だいま中里康寛さんの質問、意見表明をお聞きい

たしましたという入りから、あとは一応参考に、

ちょっと副委員長の力を借りて、参考回答みたい

なのをつくっていたんですけれども、質問が返っ

てきたのが昨日というのもございまして、まだ終

わっていないんですね。参考に欲しいなという人

にはこそっとあげようかと思っていますので。 

  一応要点としては、市で何もしていないという

現状があるとよくないので、市のほうではこうい

ったものがありますよというものを調べつつ、い

ただいた意見に対しての自分の感想を入れつつ、

最後はそれで締めていただくと。 

  注意事項としては、自分もそう思ったという程

度だったらいいんですけれども、僕のほうでもし

っかりやっていきたいと思いますみたいな個人の

回答だけは避けてほしいということで、基本的に

議会として今後こうしていきますというのだけを

ルールとしてやっていきたいと思うので、そこだ

け守っていただきたいと思います。一、二分でお

願いしたいと思っております。 

  回答はこの先もうちょっと時間いただければ、

ばたばたとは書いてあるのがあるので、ちょっと

副委員長とまた摺り合わせて、参考としてお送り

させていただきますので、使えねえなと思ったら、

それは自分で書いていただいて構いません。みん

なが苦笑いするような答弁だけはお控えいただき

たいと思っております。 

  ちょっと走りながら説明をしてきたんですけれ

ども、あと参加者アンケートまでかな。 

○長岡議事調査係長 訂正がございまして、今見て

いただいている資料の４番、佐藤亜衣さんなんで

すけれども、女性の方です、ごめんなさい。あわ

せて、次、２ページ目の８番、室井孝太さんなん

ですけれども、この方は男性ということで、ちょ

っと入替えがございまして、ごめんなさい。 

○齊藤委員長 那須高校のほうで質問の入替えがあ

ったんですね。男の子女の子逆になっちゃったと

いうことで、ちょっと似たようなニュアンスの質

問だったんですけれども、バスの公共交通が東口

の開発になって、これ結構山形さん大変なんです

けれども、本当は相馬剛と書けば一番やりやすい

んですけれども、正副議長使うわけにはいかない

ので。ということで、なかなか鋭い質問を書いて

いただいているということと、いろいろあるんで

すけれども、ちょっとダイヤとか確かに大変なん

ですが、受け止めてあげて、結構話題になってい

るという話はお聞きしていますので、うまく伸彦

さんのほうで返してあげてください。 

  そのほか何かありますか。大丈夫ですか。 

○山形委員 私も、この今８番で室井さんのあれな

んですけれども、男性は分かったんですけれども、

年齢が分かると、その人に返し方が、あまり年配

の方に若いこと言えないなと思って、ちょっと参

考で、下の９番の鈴木さんというのは、大体あの

方だなというのは、年齢によって返し方が、若い

人だったら夢のあるような返し方のほうがいいの

かななんて気はして、ちょっと年齢が分かれば、

ちょっとしたかななんて気はしたんですが。 

○齊藤委員長 分かる程度で。 

○長岡議事調査係長 もし、例えばなんですけれど

も、申込書のほうにお名前書いてあるので、質問

と申込書、一緒に担当いただく方にお送りすれば、

それはそれで見えるかなとは思うんですけれども、

ちなみに８番の方は高校生、高校１年だったかな

と思います。 

○齊藤委員長 高校生は３名。１番、４番、８番。

ちょっと卒業したのが７番と、大学生が12番。い

つも傍聴来ている子。この間のフォーラムのとき
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にも来ていた子ですね。 

〔「大学の生活で感じたことという」と言

う人あり〕 

○齊藤委員長 そうですね、この松本さんというの

が大学なので、ここまでが本当に若者といわれる

感じですかね。多分、青年から荘年ぐらいは、上

からいくと３番の方と５番もそうか。 

○森本委員 ５番はお母さんですね。40代半ばぐら

い。 

○齊藤委員長 じゃ、あれなんですけれども、今言

った多分佐藤さんというのは若いんじゃないのか

なと思うんですけれども、３番の方と、あと、大

高君、11番ぐらいかな。12番。13番の方はどのく

らいか。 

○飯泉主査 40代だったような気がします。 

○齊藤委員長 そんな感じです、大丈夫ですか。 

  あと、言えませんけれども、２番の方とか、６

番の方、あと、９番ですね。多分良雄さんが一番

長老かな。そんな形なので、聞いていただいたと

ころをうまく返していただきたいと思います。 

  原稿は先ほど言ったとおり、上と下は残してお

くんで、あと間はある程度素材を使ってフリーで

言っていただいて構いません。全然書いて答えて

もらってもいいですし、無理やり見ないで答えな

くても大丈夫ですから、そこはお任せします。不

安だったら、また原稿を返してもらってもいいん

ですけれども、これ読んでというのになっちゃう

と、ちょっとみんな自発性なくなっちゃうともっ

たいないので、こんなところだけ抑えてください

というのだけお送りいたします。 

  じゃ、参加者アンケートに今度こそ飛びます。 

  今回は、お名前と模擬議会に参加してと、議場

で発言しての感じ方、自由な御意見ということで、

フォーラムのときに、あんなにいい回答が来なが

ら、名前もなく、ちょっと消極的だったので、今

回は全員に書いてもらえたらいいなということで、

最後お渡しするような感じになっています。ＱＲ

なので、忘れちゃって返ってこない可能性もある

んですけれども、その場で書いていただくと時間

がかかってしまうので、帰ってからでもいいので

返してくださいという形で取ろうと思っています。

何となくニュアンスは似ているんですけれども、

どうですかね。 

○森本委員 これは全員これですか。紙はなしで全

部これでやるということですか。 

○齊藤委員長 基本的にみんなメールにはなってい

るんですけれども、紙も用意。 

○長岡議事調査係長 基本はメールで回答をお願い

しますと。ただ、ちょっとやっぱり60代の方とか

いらっしゃいますので、紙でもここを印刷したも

のと、ＱＲのコードを付けた形で。 

○齊藤委員長 返し方がないと、封筒か何か付けな

いと。だから、封筒いる方と言っちゃってもらえ

ますか。議会報告会みたいにできるかな。帰りに

いつも封筒を渡して、郵送なり送ってくださいと

やっているんですけれども、すみません。大体は

ＱＲで行けると思うんですけれども。 

  基本的に飯泉君、あれだよね。全員メールでや

っているんだよね。１人以外は。 

○飯泉主査 そうですね。 

○齊藤委員長 という形になります。 

  ここにまだないんですけれども、議長のほうに

は口述つくっておりますので、そちらの進行でお

願いしたいと思っています。 

  ざっくりちょっとやらせていただいたんですけ

れども、どうでしょうか。大丈夫そうですか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 シビアな感じでやっていただいても

いいんですけれども、全然アットホームな返しで

もいいと思うんで。 
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  中里委員。 

○中里委員 これ再質問は対応するような形なんで

したか。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  基本的に言い切りで終わりですから、１回しか

発言しないようにして、今の意見に対してやりと

りをしちゃうとちょっと大変かなと思うんで。 

  そのほかありますか。どれでもいいです。 

○山形委員 これ書記とあるんですけれども、当日

書記をつくるんですか。配置を、本番を見立てて、

書記を議員がやるのか。どうなのか。 

○長岡議事調査係長 当日書記席の方には、事務局

の職員が入る予定をしています。というのも、写

真撮影ですとか、動画の撮影というのをその書記

席からちょっと行いたいというところがありまし

て。 

○山形委員 分かりました。すみませんです。 

○齊藤委員長 基本的にデータとして写真と、あと、

記録録音を議場システムでもできるとは言ったん

ですけれども、ちょっとそれだとブルーレイにし

かならないという話を聞いたので、じゃ、うちら

議会のほうで、広聴広報でやっています動画撮影

はこれでできちゃうので、これで撮ったやつを欲

しければデータであげることもできますし、あと、

ちょっとした場合には、ＤＶＤに焼いてあげられ

るので、それを記者席に、書記席に。 

  当日係長と飯泉君と奨理君、またフォーラムの

３名が取りあえず中で移動してくれるということ

で、後で、山形さんに御紹介いたします。何をで

しょうと。それで動く予定になっています。 

○山形委員 当日来たら、直接入れちゃって、控室

みたいなところもなく、議場に直接御案内という

形でいいんですか。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  基本的に、それも考えていて、そこの第３が今、

財政で埋まっちゃっているので、図書室のほうで、

議場で水が飲めないので、もし休憩中といったと

きには、そこで休んでくださいか、あとは第４両

方ぐらい。議員はこっち来ちゃうので、そこを用

意しようかという話はしておりました。水筒持っ

てきてともちょっと言ってはいないので、ちょっ

とお茶の用意とかはまた今考えておきます。10分

ぐらいしか休憩がないというのと、12時半からも

う説明に入っちゃうのでということで、50分ぐら

いまでで説明終わらせたら、最後始まる前におト

イレ行ってきてくださいみたいな感じにしようか

なとは思っています。一応多分おもてなしという

ところであれば、部屋だけは用意しておくという

形で、後は議場に座っていてもらったほうがいい

かなとは思っています。荷物も隣の席には全然お

けるとは思うので。 

○山形委員 もう一個すみません。参加賞授与とい

うことで、個別オア代表授与、時間を見て対応す

るということで、これも時間がある。13人だった

ら、一人一人、せっかく来ていただいたからやっ

ぱり議長からやったほうがいいのかななんて今気

がしたんですけれども、時間が押していれば仕方

ないのかななんて気はしたんですが。 

○齊藤委員長 議長、大丈夫ですか。配ってもらっ

て。賞状。いや、つくってあります。あそこに今、

サンプルはもうつくってあるので。では、議長の

ほうで、そのときはお願いいたします。 

  あと、小さな小道具にはなるんですが、ネーム

プレートを模擬議員の方には、ストラップ付でや

っていただく形になります。標柱は先ほど言った

とおりである。そのほか。 

  あと、その賞状を渡して、写真は後にデータと

して送れるようにする。ＤＶＤ付ということで、

大体それで大丈夫かなと思っています。 

○鈴木委員 この次第でいろいろ流れていくと、議
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員はいろいろ役持っているじゃないですか。これ

スタートが１時でしたか。 

○齊藤委員長 はい。 

○鈴木委員 そうすると。いろいろ役持っている人

たちは何時に退散して、議席というか、執行部席

に着くのか。 

○齊藤委員長 一応13名なので、13名誰だか分かっ

たら帰って来てというしかないんですけれども、

なので、12時半にはもう打合せを開始するので、

遅くても12時半かなとは思っています。 

○鈴木委員 説明終わったらその時点で、じゃ、終

わって席各自指定の席へ。 

○齊藤委員長 そうですね。我々議員も後ろの執行

部席に着席していただくという形になります。 

  12時半からの全体説明のときには、まだ議員さ

んうろうろしていても構わないかなとは思ってい

ます。出る方にだけ説明すればいいだけなので、

議員の説明は、もう10時に来ているから、逆にこ

っち側で先に説明しちゃいますから、残り５分前

とか10分前で、もう一回、模擬議員というか、参

加する方が一旦外出てきたり、トイレ調整とかし

ていて、５分前ぐらいには全員着席みたいな感じ

にしたほうがいいかなとは思っていますんで。 

○鈴木委員 うちらはいつも議員として質問する側

なんですけれども、執行部席に座っているんです

よね。そうすると、議長が質問者を指名して、う

ちらは執行部として座っているということだから、

議長も多分口述かなんか出ているんでしょうけれ

ども、それで指名されて、そこで立って答弁をす

るというスタンス。 

  そして、先ほど質問に対する答弁なんですけれ

ども、よく執行部は、まず、何とか議員にお答え

します。こういう質問に対して、何番と何番いた

しますみたいな前置きがあると思うんですけれど

も、あれというのはパターン化していますよね。

それは統一する方向で、委員長のほうで用意して

ということでいいですね。その具体的内容に関し

ては、ちょっとあれっと思ったんだけれども、そ

ちらでまた案みたいなものをつくって。 

○齊藤委員長 叩きはつくります。 

○鈴木委員 変な話、ここにある名前の議員は、議

員なりとして答弁してもいいと、それの摺り合わ

せというのは、そんなこと勝手に言ってもいいの

かということとかも、執行部のほうは庁内会議で

そうしているのかどうか分からないんですけれど

も、議員同士で行くと、その答弁はまずいんじゃ

ないのかとか、それはいいんじゃないのかみたい

な摺り合わせはやる予定は。 

○齊藤委員長 やりたいんですけれども、皆さん返

してもらえますかね、20日ぐらいまでにとか。２

日ぐらいしかないですよ。 

○鈴木委員 本来やったほうがいいと思うんだけれ

どもね。個人的意見が出ちゃうとね。 

○齊藤委員長 さっき言ったとおり、個人的な意見

の範疇ですよね、要は。ここを超えないでという

のだけなければ、ある程度言ってもいいんですけ

れども、加減です、要は。 

○鈴木委員 それは、みんなみんなその範疇違うじ

ゃないですか。 

○齊藤委員長 だから、ＪＲに俺言ってくるよみた

いな答弁をしなければ大丈夫なんですけれども。 

○鈴木委員 それどうするかというのと、それも含

めてなんですけれども、スタンスとして、自分は

いつも議員側だけれども、今回に関しては執行部

側の立場になってものを言うわけだから、できる

ことできないことというのは、はっきりしている

わけだよね。だから、そこで議員の気持ちがちょ

っと入って、リップサービスみたいなことを言う

のは、いろんな話になってくると思いますけれど

も、そこをしっかりしないと、ちょっと市民に対
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して変な印象を与えちゃうとまずいかなと思うん

ですけれども、そこをどうするかなという話だけ

れども、またちょっと今、あれですよね、はっき

り言わなかったですよね。 

○齊藤委員長 回答ができていればちょっと説明し

たかったんですけれども、すみません、全部埋め

られなかったんで、ちょっと準備不足ですみませ

んでした。 

○鈴木委員 今じゃなくていいんで、後でちょっと

考えてもらって。 

○齊藤委員長 この後の説明をちょっと議運の皆さ

んに諮っていかなきゃいけないところがあるんで

すけれども、基本的には調査研究するための参考

とか、その言葉ぐらいしかニュアンスないんです

よ、結は。一番最後はそこで統一なんです。 

  走りも先ほど中里さんを使ってやったんですけ

れども、誰々議員さんの御意見に対して、発言し

ますということになるんですけれども、聞かせて

いただきましたと。そこからは、その間は皆さん

のトーク、後ろはそこというふうに決まるので、

その間はまだ送るという話をさせていただきまし

た。 

○鈴木委員 じゃ、締めの言葉はこんなふうにとい

うのだけは。 

○齊藤委員長 それだけは用意しておきます。 

  一応議長のほうで、指名をここで鈴木伸彦議員

から発言がありますという、こういう指名のやり

方にしていきますので、そうしたらもう普通に議

長と言って立って、何々議員の意見に対しての発

言がありますとか言って、入っていったら、立っ

た時に何々議員さんの意見表明を今聞かせていた

だきましたというはしりから入っていただければ

いいかなというふうにつくろうとしております。 

  無責任なリップサービスをどうするかというの

があったので、いいんです、これ今悶々と思って

いたのが、ちょっと犬山さんのいいですか、基本

的に今回犬山さんの思い切り徹底的にぱくってや

っている状態なので申し訳ないんですけれども、

見てもらっていますかね。例えば上にパートナー

シップ宣誓制度の導入というのがありますよね。

これの下の段、対応、あと、協議結果、その他と

あるんですけれども、こういうふうに犬山の市議

会さんは、それぞれ議会のほうで一旦持ち帰って、

その後の対応結果を二、三か月かけて戻している

ような状態になるんですね。なので、実用対応を

その場でやっていくというよりは、一旦受け止め

た内容を協議して、例えば県だったら県のほうに

言うとか、後はこういうことをやっているから、

これでいいよねという対応を各常任委員会に落と

せないかなと思ったんです。これを毎回完結型に

すると、すぐに処理に入れるのでいいかなとも思

ったんですけれども、どう思いますかというのを

ちょっと協議したかったんですね。これがついて

くると、調査研究した結果が出せるので、結果、

調査研究いたしますだけでは終わらせちゃうと、

結局あそこでしゃべらせて終わりみたくなってし

まうので、こういった対応にできたらいいかなと。 

  例えば２番だと、今度は民生文教委員会で協議

すると、こういう感じになってきますので、各部

会に振れたらいいかなと思っています。 

  ３番目なんか特徴的であって、委員に振らない

というパターンもありますね、３番目とか。４番

目もそうですね。直接やれる、やれないというも

のがある。この振り分け自体は議運でも振り分け

はできるんですけれども、常任委員会のほうで、

ちょっと委員長さんが忙しいんですけれども、ど

こかに当て込んで協議ができないかということで

す。というと自分の意見がこういう意見で返って

きましたよと、教育に関してだったら、教育委員

会に一応アプローチをして、話を持っていただく
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という。本来であれば、その場でこの質問に対し

ての答弁をもらっちゃえばいいんですけれども、

あえて議員のほうで、ワンクッション入れながら、

いただいた意見を提出していくかという話にした

ほうが、この先にもつながりやすいというのと、

議員の仕事というものがまた分かるのかなと思っ

たんですけれども、どうでしょうか。仕事が増え

ちゃって申し訳ないんですけれども。常任委員長

２人の御意見で。面倒くさいなと言われるとちょ

っと大変なんですけれども。 

  山形委員。 

○山形委員 せっかく調査研究では、執行部と一緒

になってしまうんで、しっかりやるんであれば、

こういうふうな思いでせっかく来ていただいてい

るんですから、常任委員会の中で、こういうふう

な意見が出たということで、協議しても何ら私た

ちの仕事は、これ市民の声ですから、しっかり受

け止めて協議して、それなりに対応はしてあげた

いなという気持ちは、総務企画常任委員長として

はありますけれども。 

○森本委員 以上、左に同じ。 

○齊藤委員長 同調圧力じゃないですよね。そうい

うことで、２人が決まれば多分田村さんもうんと

しか言えないと思いますので、それで進めていき

たいと思います。 

  小島委員。 

○小島委員 要望が書いてありましたよね、簡単に。

あれがまだこれから詳しく書いてくれるのか。そ

れともあのままで回答するのか。あのままか。な

かなか見えてこないんだけれども。 

  もう一つは、これは中身が入ってこないという

意味ですよ。そうすると、回答するというのも、

非常にこの犬山か何かでいくと、例えば、ＪＲの

やつなんていうのは、常任委員会で検討できない

じゃん。だから。 

○鈴木委員 自分の答弁だけちょっと考えたんだけ

れども、これ自分が、本当に執行部がいるなら、

生活環境課なんか、教育なのか分からないですけ

れども、これまず答弁書つくる前に、執行部とし

て、ＪＲと協議をして、ＪＲとか学校側と協議を

して、それについてまず確認をしてから、ＪＲの

理由、こういうことでこうですよとか、学校とし

てはこれでこういうふうに対応してくれというふ

うに答弁できるんだけれども、何も調査しないで

答弁しちゃうのというのは、それはなんか変かな

と。 

○齊藤委員長 皆さんが勘違いしちゃうのは、答弁

をするわけじゃないんですね。言ってきた意見を

そういう意見があるので、議会としては、その子

も書いてあるんですよ、できるできないは分かっ

ているんですけれども、ただ聞いてくださいとい

うことだから、そういった実情を受け止めると。

うちら議会としても、対応できるところはやって

いくというような話でいいのかなと思ったんです。

だから、無理くりＪＲ行ってきてどうこうしてね

ということは言わなくていいんです。 

○鈴木委員 だけれども、大体言いたいのは分かっ

たんだけれども、ただ、模擬議会とすれば、執行

部側としてのできることと考えると、執行部がそ

れらをやっているから、答弁書をつくってもらっ

ているから。一般質問だったら違うよね。 

○齊藤委員長 一般質問だったらそうすると言った

んですけれども、それを避けるために、今回表明

に変えたんですね。犬山もフリースピーチ、イコ

ールなんですけれども、自分の意見を聞いてくれ

と、取りあえず。それを聞いたときに、どういっ

た形にするかなので。 

○小島委員 じゃ、もう一つ。 

○齊藤委員長 お願いします。 

○小島委員 そうすると、常任委員会で検討できる
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内容なのかどうかという。 

○齊藤委員長 ここでやります。その振り分けを。

やったらここで、これでいいですかと。この何番

はここでいいですか、何番は常任委員会と、ここ

で割り振ればいいかなと思ったんです。終わった

後、また議運で。ささっと。 

○小島委員 それはいつやるのか。 

○齊藤委員長 それはそんなに時間かけずにできる

んじゃないかなと思うんですけれども。それかう

ちら正副案で、サイボウズで送るから、それで送

れば、ここで一応ここでは協議したことになるの

で。さっき言ったとおり、ちょっと無理難題だと

いうのは、こっちで背負って、じゃ、こちら側で

対応ということでいいかなと思います。 

○小島委員 それならいいと思います。それじゃな

いと、どうにもならないやつを常任委員会で検討

にならないから。 

○齊藤委員長 ちょっともう想像を膨らませた対応

になっていっちゃうので、そこまで無理してとい

うことじゃなくて、基本的にはそういったＰＲを

したい人もいれば、思いを言うという場所になっ

て、初めてになってくるので、基本的に狭めた意

見を言えというと、また参加者いなくなっちゃう

から、一応ちょっと柔軟な対応をお願いしたいと

思います。すみませんね。 

○小島委員 分かりました。 

○齊藤委員長 ということで、こういった形にくっ

つけてみてもいいですか。全部常任委員会で先ほ

ど言ったとおり、解決しろというわけじゃないん

で、拾えるところは拾ってくださいと。 

○山形委員 できることとできないことがあるから。 

○齊藤委員長 ひょっとしたら、映像で何とかと言

ったら広聴広報にいくかもしれない。お願いしま

すみたいな、それか総務のほうにいくかもしれな

いと。情報発信になりますから。というのをちょ

っと皆さんでやっていければいいかなとは思って

います。 

  回答は後でちょっとたった後に、ホームページ

等々で公開しましたとなれば、自分の言った意見

がこうなっていくという形にはなっていくとは思

うんで、その先どうやって、そこから施策になる

ものはしていってもらってもいいでしょうし、ち

ょっとしたチームで拾ってあげるというのも、常

任委員会でテーマ設定までしてやれというわけで

もないですから、何のしばりもございませんので、

一応協議をしていただきたいということで。 

  中里委員。 

○中里委員 ちょっと細かいところなんですけれど

も、議員の座席表見ていたんですが、議員側にも

標柱建てるんですよね。田村さんのところが、建

設経済特別委員長となっているんですけれども、

これ間違いですよね。建設経済常任委員長ですね。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

○星副委員長 そうしたら、私の名前も誤字になっ

ている。 

○齊藤委員長 誰のことだ、これは。 

○長岡議事調査係長 申し訳ございません。 

○齊藤委員長 あと合っていますか。 

○長岡議事調査係長 修正して、こちら資料のほう

と、あと標柱の方も御用意させていただきます。 

○齊藤委員長 いろいろ御意見ありがとうございま

した。一応このような流れで、完璧にはなってい

るかちょっと不安なんですけれども、一応設営的

には、後は答弁の部分だけは皆さんが心残りだけ

で、後は粛々に進められるかなとは思っています。

ということで御協力いただきたいと思います。 

  あと、気づいた点ありますか。基本的には先ほ

ど言った時間集合ということで。何か事務局私抜

けていますか。大丈夫かな、つくったものに関し

ても大丈夫だよね。その答弁だけですよね、あと。 
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  １人一応５分間、答弁含みで、ごめんなさい。

５分しゃべった後、一、二分ということで、７分

サイクルぐらいでやっているんで、見てのとおり、

質問が短い方もいらっしゃるので、そこは普通に、

短いから俺が５分しゃべってやるとか別にいらな

いので、そこはぎゅっと詰めていって、あくまで

タイムスケジュールは暫定として、軸として置か

せていただきますから、後、休憩時間とかの調整

でやっていきたいと思います。 

○山形委員 番号順で、そうすると12時40分といっ

て、40分の方が例えば７分ぐらいで終わっちゃっ

たとしたら、次の方が12時50分じゃないですか。

50分まで待つのか、押しちゃってやるのかという

のは。 

○齊藤委員長 繰り上げちゃおうかなと思っていま

す。放映もしませんので。 

○山形委員 じゃ、この辺は時間どおりじゃなく、

分かりました。 

○齊藤委員長 後ろが楽になると、表彰とかもゆっ

くりできるので、あと写真も、なかなか撮るのに

時間かかったりとかして。 

○森本委員 これより遅くならないようにというこ

とですねよね、ニュアンスとして。 

○齊藤委員長 はい、４時を超えたくないという。

暫定で計算しても行かないかなとは思っています

ということなので。 

  大丈夫でしょうか。基本的に、昔の議会ですね。

質問席からいきなり立ってスタートではなくて、

座席から出てきて、議長に一礼してからやるパタ

ーンをお教えしようかと思っていますので、歩く

時間もちょっとかかるという形にしたいと思いま

す。 

  じゃ、大丈夫ですか。ちょっと足りないところ

はまた補足を入れていきますので、ちょっと頑張

って正副のほうで打合せをしたやつ送ります。そ

れで分からなかったら、それは参考にしていただ

いて、後はちょっとまとめていただいて、打って

きた文面を、もし不安であれば、一旦事務局に送

っていただければ助かります。確認はしますので、

こういったことを言おうと思っていますというの

が、もし不安であれば、書いて送ってくださいと

いう、19日ぐらいまでだったら全然大丈夫です。

20日でも対応できないことはないので、よろしく

お願いしたいと思います。 

  先ほどいったとおり、書いて全然回答しても構

いませんので、そこはお任せします。自席でやる

という形で、真ん中まで行ってというとちょっと

大変なので、自席でいいかなと思ったんで、自席

で対応していただきたいと思います。 

  じゃ、大丈夫でしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ありがとうございました。 

  じゃ、こちらのほうはこれで進めさせていただ

きます。御協力お願いいたします。 

  続きまして⑵です。 

  事務事業評価についていきたいと思います。こ

こがちょっと時間がかかるので、御協力お願いし

たいと思います。 

  じゃ、取組実行計画ということで、皆さん各会

派から意見をいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。この４の中で、摺り合わせをしていき

たいと思いますので、各、ずれているところに関

しては、意見を聞いていきたいと思っております。 

  では、まず取組実行ナンバーの１番ということ

で、市民アンケート等の実施ということになりま

す。この評価に関しましては、それぞれ分かれて

おりますので、また発表をしていただく形でいい

かしら。お願いします。じゃ、那須塩原クラブさ

ん、お願いします。 

○山形委員 最初のＤＯのところですね、評価とし
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てみれば、那須塩原クラブはおおむね達成。今後

達成する予定ということで、段階評価はＢとさせ

ていただきました。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  公明クラブさん、お願いします。 

○星副委員長 評価のほうは③番、傍聴者アンケー

ト、今見直しをしている最中なので、検討中とい

うことにさせていただきまして、段階評価として

は、おおむね達成しているのでＢということにさ

せていただきました。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  志絆の会さんお願いします。 

○鈴木委員 Ⅽになっているんですけれども、実施

しているのかどうかをちょっとデータを見たんで

すけれども、多分やったかどうかというのと、そ

の出てきた内容の精査が、もうちょっとやったほ

うがいいんじゃないかなということで、Ⅽにちょ

っと落としたのかもしれません。ちょっと時間た

ってしまったんですが。 

○齊藤委員長 分かりました。 

  あと、敬清会さんお願いします。 

○大野委員 すみません、これ、傍聴アンケートの

見直し、僕実施しちゃったと思っていたんで、す

みませんでした。ちょっと訂正させてもらいたい

んですけれども、そうすると、段階評価がＢとい

うことでお願いします。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  傍聴アンケート、この後に議案で上るんですけ

れども、これを３月にできるようにしていきたい

と思います。ありがとうございます。 

  志絆の会さんのほうでⅭという話をいただいた

んですが、アンケートのほうの見直しは、傍聴者

じゃなくて、市民アンケートのほうですかね。今

伸彦さん言ってくれたのは。 

○鈴木委員 そうですね。 

○齊藤委員長 ですよね、そうなると、今後の課題

にはなっていってしまうので、一応の実施の事業

の評価自体は達成は行っているので、全体的に傍

聴のアンケートだけがまだできてないということ

であれば、他会派さんがＢなので、Ｂでもよろし

いですかね。じゃ、Ｂのほうでこちらは決めさせ

ていただきたいと思います。 

  今度チェックの項目です。那須塩原クラブさん

お願いします。すみません、事業効果と、あと課

題までお願いします。 

○山形委員 まず、効果の検証です。アンケートや

議会モニター制度を通し、市民の意識調査ができ

た。 

  課題問題点が、まだ情報の絶対数が少ない。市

民へのアンケートの設問が難しいというような評

価がありました。あと、アンケート対象が議員に

近い市民、どうしても配るのが議員なので、その

アンケートに偏りがあるというふうなことがあり

ました。あと、アンケートの目的と設問と内容が

合致していない。また、市民の声を市政に反映さ

せる設問とすることは非常に難しいというふうな

ことが問題点です。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  公明クラブさん、お願いします。 

○星副委員長 効果の検証といたしましては、②の

市民アンケートの結果として、政策立案への期待

度が高いことが分かったということが検証です。 

  問題課題としては、政策力の立案が不足してい

るということでありました。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  志絆の会さんお願いします。 
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○鈴木委員 事業効果の検証で、参考程度というの

は、那須塩原クラブさんが課題、問題点でぽち４

つ挙げていますよね。同じなんですよ。要するに

上がってきたことはいいと思うんだけれども、こ

れを鵜吞みにするんではなくて、そういう意味で

参考にすると。積極的に取り入れるんじゃなくて、

要するに、そういうことで、課題問題点というの

は、私単純に狭いと書いたんだけれども、要する

に市民全体からじゃなくて、つながりのある人だ

けの意見が入っているんだろうと思うんで、そう

いう意味で、アンケートの回答が狭いところから

聞いている。議員に近い人ばかり聞いているので、

そういうことも含めてちょっと行ったり来たりし

ますが、参考程度、問題が狭いというもっと広く

取れるいいのになということです。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  敬清会さんお願いします。 

○大野委員 問題点で、市民アンケート、知人等に

依頼することが多いため、結果に偏りが出てしま

う傾向があるのではないかということです。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  事業効果の検証というところをちょっと捉え方

で、公明さんのを見ながら気づいてしまったんで

すけれども、アンケートを見てからの事業効果の

検証なのか、アンケートの事業、ちょっと公明さ

んとか、中に入っちゃったなと思っているんで、

それはまた後で、アンケートの中身の検証という

ことで、今後に反映させていきたいと思いますん

で、すみません。これ全部やらなきゃいけないん

です、本当に。１番はこうでした、２番はこうで

した。この間ちょっとアンケートは見てもらっち

ゃったので、それをどう生かしていくかは、この

先でまた利活用していただければと思います。 

  あと、残りの３会派さんは、同じようなことを

言っておりますので、アンケートを行った結果と

しては、基本的にはよかったであろうというとこ

ろを効果の検証で出ればよかったかなとは思って

いるんですけれども、基本的にアンケートお願い

して、回答は頂いているので、ちょっと件数が減

ってしまったというところがちょっとネックかな

と自分の場合は思っています。 

  課題点に関しましては、各会派さんで言ってい

るとおりにはなっているので、どれだけ近い人に

お願いをして集めたかというところまで調査をし

ていないのと、紙でお願いする人たちは特に近く

に行かないといけないというところがあって、偏

りがあるのかなと思います。ＬＩＮＥアンケート

に関しては、知り合いに回せるようだったら回し

てねという形でいけば、自分たちからちょっと遠

い人たちの意見も参考に入っているんじゃないの

かなとも思いますので、一概に偏りという表現と

いうのもちょっと違うかなとも思いつつ、大半は

知っている方々が入っているというのは、確かに

言っているので、この辺の問題点は、今後どうす

るかということで、対応していきたいと思います。 

  じゃ、こちらを受けて、改善点について、今度

那須塩原クラブさんお願いします。 

○山形委員 改善点として、市政に関すること、議

会に関することの情報提供に努めると。アンケー

トの目的を見直し、明確にすることも含めて検討

する。 

  今後の方向性ということで、アンケートの目的

の達成するための情報収集に努め、市政に関する

こと、議会に関することも、これも同じように情

報提供に努めていかなければならないということ

です。 

  以上です。 

○齊藤委員長 公明さんお願いします。 

○星副委員長 さっきちょっと違ったという話あっ

たんですけれども、話合いの中では、那須塩原ク
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ラブさんのほうで出た話も、もちろんほかの会派

さんで出た話も出たんですけれども、もう少しし

たときに、こういう状況になっちゃったんですが、

改善点としまして、政策立案力の向上を図って、

アウトプットを進めていくということと、今後の

方向性としましては、ＳＮＳ等を通して、市民に

分かりやすく伝えるというのは、議会の取組につ

いて伝えていく必要があるのではないかというこ

と、また、市民アンケートの調査方法を検討して

いくということです。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  続きまして、志絆の会さんお願いします。 

○鈴木委員 改善点何も書いていないんですけれど

も、今後の方向性のほうで、ウェブ利用というこ

とで、要するに公明党さんなんかの言っている、

ほかもそうかな、ＳＮＳ等を利用すれば、もう少

し広く浅く拾えるかなということです。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  敬清会さんお願いします。 

○大野委員 改善点としては、幅広く市民の意見を

把握すると。今後の方向性としては、市民アンケ

ートを推進するなら、予算を確保し、2,000人規

模で発送してみてはどうか。傍聴者アンケートに

関しては、継続して行う。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  という御意見いただきました。手法に関しては、

おっしゃるとおりという部分もあるんですけれど

も、基本的にＳＮＳは使っているのと、あと、市

のＬＩＮＥの広報も載せてもらったんですよね。

市民アンケートというＬＩＮＥの広報は載せても

らっているんですね。ということなので、それ以

外、デジタルを使わない方々への周知を今後どう

していくかということで、また、アンケートをす

る時期の参考としてやらせていただきたいと思い

ます。 

  敬清会で言っている、今度予算確保しというと

ころも、次回やるときには、協議をして臨むべき

だというふうに自分も思っています。 

  傍聴者アンケートはこの後やりたいと思います

ので。 

  基本的にこの市民アンケート等の実施に関して

は、２年に１回ぐらいということで、前議会のと

きに１回やらせてもらいました。今年今回１回や

っているということで、これの検証自体を今後ど

ういうふうにしていくかというものをちょっと明

確にしないと、その質問設問がちょっと難しくて、

昔に戻したとおり、議会だより読んでいますかと

いうような設問であれば、戻していく必要がある

と思うんですけれども、今回は結構戻したつもり

だったんですけれども、より議会に反映させるよ

うなものを取れるようにするためには、各会派さ

んで書いてくれたとおり、まず情報を提供をして、

その後情報を集めないと、皆さんが分かりづらい

というところが出てきてしまうというところもあ

るので、引き続き、こういった形でやるときの要

望として、上げていきたいと思います。 

  じゃ、こちらの意見をまとめていきたいと思い

ますので、ありがとうございます。 

  じゃ、続きまして、取組ナンバー２のほうに移

ります。会派代表質問、一般質問の在り方という

ことで、こちらもまず段階評価のほう言っていた

だきたいと思います。 

  那須塩原クラブさんお願いします。 

○山形委員 評価としては、研修会は土山先生の研

修会ですよね。着手はしていますが、結果は得て

いないので、段階評価Ⅽというふうなことにさせ

ていただきました。 

  以上です。 

○齊藤委員長 公明さんお願いします。 
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○星副委員長 一般質問の在り方と重複して、研究

はしているけれども、まだ実施としてはできてい

ない、未実施のため、評価はＢとさせていただき

ました。 

  以上です。 

○齊藤委員長 志絆の会さんはないです。 

○鈴木委員 未実施ですので、評価はなく、対応と

しての段階はＢ。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  敬清会さんお願いします。 

○大野委員 Ⅾということで。 

○齊藤委員長 残念な結果がついています。 

  こちらは、一旦昨年度、１年目のときに、一般

質問等についてお話皆さんにかけたときに、ちょ

っと話がまとまりがつかなかったので、引き続き

ということで上げさせていただいたんですが、ど

ちらの件も要協議かなというところと、今後一般

質問の舞台を優先にするのか、後はという話にあ

ったので、ちょっと会派さんの意見が割れている

ので、ちょっとこのままふわふわした状態で終わ

ってしまいました。 

  なので、また必要なときがあれば、これ次回に

渡しても、多分議論を煮詰めていってどういう方

向性が着地点になるか、ちょっと読めないので、

基本的には、公平な一般質問に関しましては、順

番に関してはくじ引をするようになったというと

ころがまず一つ、今年の実行ではないので、普段

からあるという形になります。要は一番目に出す

人がその日という話がありましたよね。あとは、

狙って出すとか出さないとかというのもあるので、

ちょっと自由にやっていくとなると、この公平と

いうところをどこにおいて議論するかというのも、

課題にはなるのかなとは思っています。 

  重複に関しても、１回目のときにやっているん

で、今回も上げたんですけれども、ちょっとおざ

なりにしてしまったということで、皆さんの評価

が悪いということで、基本的に今年度としての評

価は低いんですけれども、前年度に一旦かじって

いるので、これはまた評価が多いところで、Ｄで

もよろしいですかね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 いいですか。分かりやすい一般質問

ということで、一生懸命皆さん題材を、ものを出

してやってくれたりもしているんですけれども、

もうちょっとここは必要かなと思っております。 

  事業効果の検証と課題について、那須塩原クラ

ブさんお願いいたします。 

○山形委員 効果の検証で、取組内容を明確にする

ため、研修会は実施したが、結論に至っていない

ということで、課題、問題点が議会活動において、

代表質問と一般質問の位置づけが未確定である。

また、議員の中で、認識に差があり、研修の効果

をどう反映させるのか、うまくできていないとい

うのが、課題問題点と思っております。 

  以上です。 

○齊藤委員長 公明さんです。 

○星副委員長 公明党に関しては、未実施のため、

特に事業効果の検証としては特にありません。 

  また、課題問題点といたしましては、議運で取

り上げましたけれども、さらなる技能を要するの

ではないかということで、今後技能を深めていく

ということです。 

  以上です。 

○齊藤委員長 志絆の会さんお願いします。 

○鈴木委員 私の党は何も書いていないんですけれ

ども、ただちょっと早いんですが、下に書いてあ

るところに、条文と計画が合致していないのでは

ないかとをちょっと書いてありますけれども、さ

っき委員長も言ったように、そこでスタートする
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ときに、この一般質問の在り方について、いろい

ろまとまらなかった。この一般質問の在り方は、

最初にこの条文をつくった、うちらは運用してい

るじゃないですか。最初につくった議員の趣旨か

らすると、ちょっとそこが違った方向、丸っきり

反対とかじゃないんだけれども、土山さんの言っ

ていることの趣旨を考えると、こういう公平なと

か、重複とか、これも大事だと思うんだけれども、

ちょっと違うかなというところがあるので、ちょ

っと今はチェックの段階なんですけれども、そこ

からずれているんで、ちょっとここだけＤにしま

した。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  敬清会さんお願いします。 

○大野委員 結論に至っていないということで、課

題問題点として、議員個々の考え方があるので、

難しいという。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  これ実際は、土山さん呼んだというのは、外部

研修というところの評価になってしまうと、やっ

たことになるんですけれども、一般質問について

の講義だったと思います。先ほど山形さんのほう

で言ってもらいましたけれども、その中で基本的

に一般質問はなぜ行うのかというときに、市民か

ら受けた課題解決を出して、我々は結局政策提案

とか、提言につなげていかなければ、課題をただ

その場で表明して返してもらっているだけになっ

てしまうということになるので、それはただ議員

として一般質問をやったという事実に過ぎないと

いう話なので、その先をどうつなげていくかとい

うところに、本当であればシフトしていかなけれ

ばならないというふうに思っているんですね。そ

の中での一般質問なので、よりその同じ課題が出

れば重いという表現というのは、正直僕からすれ

ば、そういうわけではないんじゃないかなとは思

っているんですけれども、ちょっとここの議運の

中でも、そこが意見が割れていたので、何かしゃ

べっていてもここは平行線だなということで、こ

の先議論ができなかったというところが一つあり

ます。 

  ただ、重複は本当に何回も言いますけれども、

執行部アンケートのほうで、同じ質問を議員がや

るのはやめてくれというお願いがあったので、答

弁をするのは市長サイドですから、そういったと

ころを議員が考えていかなければいけないのかな

というのは正直思っています。 

  公平な一般質問に関しては、多い人数の会派と、

１人会派の持ち時間という話も当時ありましたし、

それだけ調整をして、大きな人数がいる会派とい

うのは、質問やる人たちが調整して出してくる。

１人会派の人は何の悩みもなく自分たちでやりた

いことができるというところが、組んでいるのが

いい悪いではなくて、基本的には民主主義の原則

がありますから、そういったのも深めてやってい

けばよかったのかなとは思っているんですが、そ

ういったものを考えていかないと、ただやるたび

にかぶっちゃったねとか、特に言うと国の法律が

変わったから、それについての一般質問が３人続

いたとか、そういったときには違った角度でする

からいいやとかというんではなくて、別のものが

あるのがいいのかなとも思いました。 

  ただ、今回これ以上何もできませんので、評価

としてはⅮということで。土山さんのほうが一部

借りてⅮということでやっていければなと思いま

す。 

  今後そういった意味を含めて、議会全体で取り

組めるという那須塩原さんの言葉とかも含めて、

回答のほうはつくっていきたいと思います。 

  議論に関しては、また次年度どうするかを皆さ
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んと協議して上げた場合には引き続きやっていく

という形にしたいと思います。 

  じゃ、３番目行きます。 

  参考人、公聴会に関する検討です。那須塩原ク

ラブさんお願いします。 

○山形委員 評価として見れば、①に関しては、該

当がなかったということですね。②に関しては未

実施ということで、段階評価がⅮとさせていただ

きました。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  公明さんお願いします。 

○星副委員長 ②は未実施のため段階評価はⅭとさ

せていただきました。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございました。 

  志絆の会さん。 

○鈴木委員 段階評価はⅮと。 

  以上です。 

○齊藤委員長 敬清会お願いします。 

○大野委員 ちょっとこれ私も間違って解釈してし

まったのかもしれないんですけれども、これ参考

人招致ということができないようにやられていま

すよね。そういう意味合いで、おおむね達成とい

うふうにちょっと評価してしまいました。 

○齊藤委員長 すごくありがたい評価でございます。 

○大野委員 Ｂということです。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  実績値と捉えるかということなんですけれども、

どちらかというと、我々は多分実績値で回答して

いるので、まだこの段階評価というのはどうして

も数値で表すという形になっちゃうと、整備だけ

してるという条件になっちゃうと100％だからＡ

になってしまうので、基本的には、そのほかの会

派さんの回答でいいかなとは思っています。 

  今回残念ながら、請願陳情で陳情がなかったと

いうのがありましたので、やれていないのに評価

が駄目というところに行くと、残念ながら常任委

員会とか、政策提案、立案をせっかく出している

のに、そこの中での参考人を取るような事例とい

うのは多分なかったですよね。各常任委員会で。

なので、そういうところがもしできていれば、評

価が上がったのかなとも思ったんですけれども、

残念ながら実施ができていないというところに関

して、評価が低いという形です。 

  公聴会もちょっとは前年度は多少組み込んでい

ったんですけれども、ガイドラインの途中でまだ

止まっておりますので、ここはまた多いアルファ

ベットのところで大丈夫ですかね。Ｄということ

でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 事業効果の検証です。 

  那須塩原クラブさんからお願いします。 

○山形委員 効果の検証ということで、先ほども言

いましたけれども、行われなかったということで

す。 

  課題問題点は、公聴会制度に至る活動が至らな

かった。また、公聴会制度の活用に向けての取組

もなかなかできなかったということが課題問題点

と思います。 

  以上です。 

○齊藤委員長 公明さんお願いします。 

○星副委員長 ①実施したと書いたんですけれども、

これ実は去年のやつで勘違いしていました。行わ

れなかったが正解です。 

  ②、１未実施のため特になしです。 

  以上です。 

○齊藤委員長 志絆の会さんお願いします。 

○鈴木委員 事例がなかったので、検証もできなか

ったと。問題課題は、そういうことなんで特にな
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しということです。 

○齊藤委員長 敬清会さんお願いします。 

○大野委員 ちょっとここもずれてしまって申し訳

ありませんでした。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  じゃ、アクションもいっちゃいましょう。那須

塩原クラブさんお願いします。 

○山形委員 改善点ということで、①に関しては、

請願陳情が出しやすい環境を整える。②に関して

も、議会が政策立案する活動を行っていかなけれ

ばならないと。 

  今後の方向性として、公聴会制度をもっと活用

できる環境を整備していかなければならないとい

うことです。 

  以上です。 

○齊藤委員長 はい。 

○星副委員長 改善点は特になしで、今後の方向性

としましては、①に関しては、必要に応じて今後

も実施をしていくという。②に関しては、参考人

制度及び公聴会制度の活用に向けた検討を進める

とともに、まずは議員のスキルアップ向上を図っ

ていくということです。 

  以上です。 

○齊藤委員長 志絆の会さんお願いします。 

○鈴木委員 回答はないんですけれども、今この制

度はちゃんとあるので、粛々と委員会として取り

組めたらいいんではないかなと、そういう意味の

何もなしです。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  敬清会さんお願いします。 

○大野委員 今後の方向性として、必要に応じて行

っていくと。 

○齊藤委員長 ごもっともだと思います。ありがと

うございます。 

  ということで、今、言っているとおり、これ議

会基本条例の７条の３項関係ということで、議会

は参考人制度及び公聴会制度を活用して、市民の

専門的知見または政策的意見を討議に反映させる

ように努めるという条文がある中でのこういった

取組になっていきますので、またやり方の手法と

して、アクションに関しては、そういったものが

出やすいような環境をつくっていくということと、

公聴会制度はそんなぽんぽんやるものではないと

は思うんですけれども、舞台を用意するという形

で、ちょっと公聴会制度に関してのものは整備を

していったら、文言的にはちょっと厳しいのかな

とは思っているんですけれども、そういったのも

含めて、那須塩原クラブさんと敬清会さんの部分

を使わせてもらって、ここのアクションのところ

はまた埋めさせていただきたいと思います。 

  じゃ、１時間たったので、一旦休憩したいと思

います。ちなみに取組ナンバー４と５はＡになっ

ておりますので、こちら書いてある言葉をいただ

いてまとめたいと思います。 

  じゃ、10分か15分取りたいと思います。45分を

過ぎてから、集まり次第入りたいと思います。 

 

休憩 午後 ２時３６分 

 

再開 午後 ２時５１分 

 

○齊藤委員長 じゃ、いきます。 

  取組ナンバー４なんですけれども、４のほうは

全部Ａということで、外部研修ですね、先ほどい

ったとおりになりましたので、段階評価はＡとし

ていきたいと思います。 

  あと、課題と検証なんですけれども、じゃ、こ

こだというものがあれば言ってもらうことにしま

すか。ないところはなくていいので、書いてある
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ところだけ読んでもらおうと思います。すみませ

ん、だから、志絆の会さん、ないところはないで

飛ばしますね。じゃ、那須塩原クラブさん、ちゃ

ちゃっとお願いします。 

○山形委員 効果の検証ということで、２番目です

ね。日々の議員活動に効果が発揮されると思われ

ると。期待値です。 

  課題問題点が、十分に生かし切れていない議員

もいるということで、また研修に不参加の議員も

いるということが課題問題点。 

○齊藤委員長 下も全部言っちゃいましょう。 

○山形委員 改善点ということで、せっかく研修を

受けたのに、その後も議論も含め、議員間で何か

話合いをする場が欲しいんではないかということ

で、今後の方向性はこちらの重要性を周知し、議

員全員が出席し、研修内容を議会に全体で生かし

ていかなければならない。せっかく研修を受けた

んで、そういうことが今後の方向性ということで

す。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございました。議員全員

ですね、全議員が。 

○山形委員 全委員になっちゃっているんで。 

○齊藤委員長 じゃ、公明さん。 

○星副委員長 効果の検証、①②ともに実施したと

いうことで、書かせていただきました。 

  協議の内容を元に、那須塩原クラブさんと同じ

ような内容での話はありました。 

  課題問題点は特になし。 

  改善点はさらなる充実を図る。 

  今後の方向性としては、研修はそのまま継続し

て、学んだことが議案審査や事務調査活動などに

生かせるように、議会力の向上を求めさせていか

なければならないのではないかということです。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  志絆の会さんお願いします。 

○鈴木委員 この議員研修の取組については、やれ

ば効果が上がっていくと思っています。 

  課題問題点は、那須塩原クラブみたいに全員に

ということはあるのかもしれませんけれども、取

りあえず議員は一人一人、自分の考えがあると思

うので、出ない人はその辺考えがあると思うので。 

○齊藤委員長 それはいないです。書いていないか

たら駄目です。伸彦さん、それは。出ない人の人

それぞれの考え方は駄目です。冠婚葬祭以外はち

ょっと何で来ないんだろうと逆に思っちゃったん

ですけれども、すみません。 

○鈴木委員 分かりました。アクションについては、

今後の方向は僕はやっておいた方がいいと思って

いますので。 

○齊藤委員長 継続ね、ありがとうございます。 

  敬清会のほうお願いします。 

○大野委員 改善点と今後の方向性ということで、

できるだけ早い段階で計画を立てて、今後も継続

していくということで。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  それだけで、すごくぐさっと刺さるような回答

をいただきました。この辺まとめていきたいと思

います。大野代表が言ったのが、一番であって、

多分目的が、この間マニフェスト研究所の長内さ

んが言っていたと思うんですけれども、何でこれ

をもってして、課題を共有して、みんなが納得し

てやらないかという段階をつくり上げていないの

が理由だと思ったんで、僕ちょっと深く反省をし

て、この先やるんであれば、こういった意味を持

って、こういった人を呼んでやりますという説明

を皆さんにしっかりと説いて、その時間をしっか

り取っていただくようにしていけるようにすれば、

もうちょっと研修の内容の充実が図れるのかなと
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も思うので、次期に引き継げるようにしていけれ

ばなと思いました。 

  じゃ、次いきます。 

  ５番目です。こちらも段階はＡなので、事業効

果の検証からいきたいと思います。 

  那須塩原クラブさんお願いします。 

○山形委員 検証ということで、11条の取扱いを見

直したところで、条例の報告、議決の判断が明確

になった。条例の見直しを行うことで、適切な措

置ができているということが検証として、課題問

題点、議員全員が議会基本条例をちゃんと十分に

理解できているのかというのが、課題であるとい

うふうなことになりました。下も言っちゃってい

いですか。 

○齊藤委員長 はい、お願いします。 

○山形委員 改善点ということで、先ほども言いま

したが、議会基本条例が議員全体が理解する取組

を行う。逐条解説をつくることで、議員全員で理

解する条例とするというところで、今後の方向性

ということについては、継続的に見直す必要があ

るというふうなことが今後の方向性となっており

ます。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  公明さんお願いします。 

○星副委員長 事業効果の検証は実施したというこ

とで、あと、今後の方向性といたしましては、や

はり必要に応じてこのまま引き続き取り組んでい

くということです。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  志絆の会さんお願いします。 

○鈴木委員 事業効果の検証、これはやることに対

しては効果があると。問題課題は、なかなかメソ

ッドとか事務局の判断の仕方は難しいと感じてい

ます。 

  改善点はそういうことで、特にはないんですけ

れども、この取組というのは当然継続すべきだと

いうふうに思っております。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  敬清会さんお願いします。 

○大野委員 今後の方向性として、必要に応じて見

直しを行っていくということで。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  基本的に、この先、また取組実行計画をこれを

受けてやっていくんですけれども、この基本条例

の見直しについての中での11条関係は手を付けて

きたんですが、ちょっと副委員長アドバイス、こ

れ乗っけてやるための大台が見直しなんですけれ

ども、その中での話になった場合は、継続か否か

というのはどうやって諮っていけばいいんですか。

大きな見直しは今やろうとしているんですけれど

も、ここのタイトルが議会基本条例見直し第22条

関係としてのこの取組実行計画で……。 

○相馬副議長 検証する、確か22条は、議会基本条

例の検証した上で見直しになっているので。 

○齊藤委員長 目的が達成されているかどうかを検

証し、必要と認められる場合は、適切な措置を行

う。 

○相馬副議長 そうですね。その検証を、条例の見

直しの検証をどの時期に、どのタイミングでやっ

ていくかというのは、随時やっていくのか、必要

に応じてその場でやっていくんですけれども、前

回はそういうことで、５年たったので見直しまし

ょうかということで見直したという。その後は、

恐らく毎年のように、一部ずつ変えているので、

本当に必要に応じてという、この条文からいくと

そういうことでいいんだろうと思いますので。 

○齊藤委員長 こういうふうに、ここに引き続き載

せるか載せないかというのは、この回答の場合ど
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うしたらいいのかと思っちゃった。 

○相馬副議長 取組実行計画の中にですね。それは

外してもいいんだと思いますよ。５年に１回やる

んだったらやるというふうにして、ここではもう

必要なければ、なしでもいいんだと思うんです。 

○齊藤委員長 基本的に条文の中のものに整合性が

取れているかという話になった場合は、このタイ

トルがないといけないんですかね。見直しという

タイトルがないと取り組めないのかなと。 

○相馬副議長 いやいや、そんなことはないですよ。

条例がもう必要によってと書いてあるんだから、

どうしてもこの条例の文章で行くと、実際に活動

している内容と条例が合わない。だったら、活動

内容を変えるよりも、今後の現状の活動に合わせ

て、条文の変更が必要ですよねとなった場合はと

いうことです。 

○齊藤委員長 それでいいんですよね。 

○相馬副議長 この間も……、ごめんなさい、あれ

会派の話か。ごめんなさい、そうですね。そうい

うことになると思います。 

○齊藤委員長 分かりました。じゃ、ちょっとここ

は検討させていただいて、まず多分条文をどこに

合致しているかというのも、読んでいくと分かり

やすい話になるんですけれども、やっていきたい

と思います。例えばさっきの研修みたいなのは、

引き続き継続といった場合には、上げることがで

きるんですけれども、これだと、条文を見て、ど

れかをターゲットに入れなきゃなっちゃうんで、

逆に取組を行いながら、どの条文に少なからず整

合しているのかを判断していった中で、その条文

の項を修正したり、追加したりというふうにして

いったほうがいいのかなと思ったんで、ちょっと

アドバイスいただこうと思って。 

  これ先に見直しから来ちゃうと、何かしなきゃ

みたく思っちゃうので、じゃ、その考えはいただ

いてやっていきたいと思います。 

  じゃ、次いきます。 

  ６番目です。ミッションロードマップ、こちら

に関しては分かれておりますので、お願いします。 

  上から、那須塩原クラブさん、まず段階評価ま

でですね。 

○山形委員 段階評価の、達成しているということ

でＡですね。 

○齊藤委員長 じゃ、ごめんなさい。敬清会さんと

那須塩原クラブさんは達成しているからＡなんで

すけれども、公明さんは、検討したためというの

はどういうことなんだかお願いします。 

○星副委員長 ミッションロードマップの作成に向

けた検討はしたよということを検討したためです。

先進事例の研究は実施しています。それなので、

段階評価としてはＢに、まだ中途ということで、

ミッションロードマップというところで、それな

ので、Ｂにさせてもらいました。 

  以上です。 

○齊藤委員長 志絆の会さんは上はないんですけれ

ども、下がＢということなんですけれども。 

○鈴木委員 仮といいますか、公明さんと同じよう

な感じですね。 

○齊藤委員長 分かりました。 

  これ議活から返答が返ってこないので、ちょっ

と何とも言えない状態で今振っている状態なんで

すね。検討は行っているということなので、多分

会派さんのほうで、敬清会さんもそうですよね。

検討は議活にて行っているということなので、実

施かどうかではないということでいくと、検討は

今議会活性化で行っている最中で、先進事例も議

会活性化のほうではオンラインで、大津市議会の

取組を聞いているという解釈なんですけれども、

その部分でいくとどうしましょう。Ａを取るか、

Ｂを取るかなんですけれども。 
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○星副委員長 検討している部分と①を。 

○小島委員 報告受けてからじゃないですか。Ａは。 

○齊藤委員長 Ａは、作成に向けた検討になるので。 

○星副委員長 検討だったらＡ。 

○山形委員 難しいね、言葉は。 

○齊藤委員長 作成に向けた検討は、作成をするか

しないかもまだ踏まえていないんですよ、だから、

作成に向けた検討なので。それを聞いてきて、今

度ここでという話になったときに、うーんとなる

ので、もうちょっと待ちますか。報告が上がって

きたらＡにしますか、じゃ。益子委員長のお尻を

はたきたいと思います。 

  分かりました。じゃ、ちょっと仮Ｂでいいです

か。すみませんが。 

○小島委員 報告があればＡに格上げで。 

○齊藤委員長 はい、分かりました。すみませんで

す。 

  じゃ、検証のほうも今言ったとおり、検討中と

実施したが入り乱れているんで、どっちかをどっ

ちかで皆さん判断しているんでしょうね。ミッシ

ョンロードマップとはと、そもそも論で戻っちゃ

った。ちょっと待ちますか。 

○  委員 活性化特別委員会でも大津行ったとき

に、聞いてきたじゃないですか。 

○小島委員 那須塩原市議会で検討しているかとい

うと、ちょっとまだ分からない。 

○齊藤委員長 どうまとめていいか分からない。ち

ょっとここは選りすぐってちょっとやっていきた

いと思います。まだ課題点も問題点も何もなって

いないというところがあるので、すみませんです。 

  じゃ、ちょっとここは預からせてください。ま

た後でひょこっと相談します。１回飛ばします。 

  ７番にいっちゃいます。 

  議員定数の在り方に関する検討ということです。

こちらも、公明さんだけＢなんですけれども、こ

れもまたどういう理由でしょうか。 

○星副委員長 検討はしていますので、これはＡに

なると思うんですけれども、ただ、答えが検討で、

さっきのと一緒で、検討しても答えが出ていない

のでＢになっちゃったんですけれども、検討はし

ているということを考えたらＡでいいです。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  多分検討までなんで、どうするかはここは求め

ていないんです。取組として。Ａでいいですか。 

○星副委員長 いいです。 

○齊藤委員長 ですから、取組実行の段階で、検討

とわざとつけているんですよね。結果じゃないと

いうことで、検討したかどうかということになっ

ていると、検討中であれば、実施したことになる

と思っています。 

○小島委員 これはＡでいいんじゃ。 

○齊藤委員長 これはＡですね。 

  議運としては、ちょっと回答を得て何もしてい

ないというところを拾ったので、さっきのやつと

はちょっと違う。言葉的には一緒なんですけれど

も、検証と課題についても検討というところと、

目標達成とか、ちょっと結論に至っていないとい

うのもありますね。ここもちょっとまだこの先検

討しているので、これもこの後、今議論しますの

で、その後でちょっと言葉置き換えて、どちらに

せよ、これ正副でまたこれまとめたやつ出します

から、こちらを参考にしていきたいと思いますの

で、こちらも取りあえずこんな感じでいったん飛

ばします。取りあえずＡだけは決まりで。 

  次、事務事業評価の見直しということで、今実

際やっているということに関してになります。こ

れも段階評価的には皆さんＡということで、下が

分かれておりますので、下の説明をお願いします。 

  じゃ、事業効果の検証から那須塩原クラブさん。

全部下までお願いします。 
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○山形委員 検証ということで、議会の事業評価に

よる一定の効果はある。あと、事務事業評価の内

容ですね。そういうのはやっと定着してきたんで

はないかということで、後、議会モニター、モニ

ター会議での一定の効果があった。 

  課題問題点ということで、議会サイドの負担を

考えると、取り入れることが非常に難しい。また、

議会モニターの確保と増員が課題。さらに、議会

モニター制度の向上と活用が問題ということ。 

  アクションですね、改善点。議員による個別評

価を実施できる体制をつくらなければならないと

いうことと、今後の方向性、何を行っているのか、

こちらもそうですね、今何をしているのか、全議

員にちゃんと理解できるようにしていかなければ

ならない。先ほど述べましたが、議会モニターの

増員、そして、モニターさんの   の明確化を

しっかり図っていかなければならないということ

が今後の方向性ということです。 

  以上です。 

○齊藤委員長 続きまして公明さん。 

○星副委員長 事業は実施をしているということで、

課題は継続して取り組むため特になしということ

です。 

  以上です。 

○齊藤委員長 志絆の会さんは。 

○鈴木委員 段階評価Ａと、後は継続すると。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  敬清会さんお願いします。 

○大野委員 継続して行っていくということで。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  今さらみたときに、この問いとみんなの回答が

合っているのかと思ってしまったんですけれども、

事務事業評価の見直しが、議会基本条例の21条制

度や運営の方向について、継続的な見直しに反映

されていて、これはどっちかというと、こういう

見直しの方法にするか、この間一旦皆さんで議論

した、成熟度に宛がって議論するかというところ

を研究しましょうというお題だって今気づいたん

ですけれども、議会評価についての調査研究は一

応行ったということでやったんだっけ、今年。去

年だったか。 

○長岡議事調査係長 今年度に入ってから、日本生

産性本部に来ていただいて、お話を伺った。 

○齊藤委員長 それは今年だったか。 

○長岡議事調査係長 今年度です。 

○齊藤委員長 じゃ、大丈夫ね。ありがとうござい

ます。去年なのか今年なのか分からないというと

ころだった。 

  じゃ、取りあえず、この評価についても、皆さ

んのほうの意見として、継続をしていくという話

になっています。 

  ここで那須塩原クラブさんとかが出てきている

取組を今後宛がっていかないと、評価がどういう

ふうに対象になっていくかというところがちょっ

とまだ見えてこないので、引き続きこれは継続と

いうことで、残す考えでいいですかね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 じゃ、残しておきます。 

  続きまして、ホームページのほう、取組９にい

きます。 

  議会ホームページの充実化ということで、こち

らに関しても、段階評価が分かれておりますので、

公明さんがＢということなんですけれども。 

○星副委員長 これもさっきと同じ理屈です。検討

はしたけれども、まだ実施できていないというと

ころでＢだったんですけれども、検討というだけ

で言えばＡです。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  これ中里委員長がやってくれていますので、そ
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れが議運に来ないとＢであれば、みんなＢになっ

てしまうという話になっちゃうので、一応検討に

は入っているということで、じゃ、Ａにいたしま

す。すみません。 

  事業効果の検討はちょっとまだ出て来ないので、

もうちょっと待ちたいと思います。ちょっと予測

をかけてやっているということなんで、こちらも

ちょっとこういった状態で、また相談させてくだ

さい。 

  次いきます。 

  模擬議会の実施ということで、これ今週の土曜

日なんですけれども、皆さんから上げていただい

た予測の範疇でやっているということになります

ので、段階評価的には、志絆の会さんは、これ言

ったとおりまだやっていないからということです

よね、やればＡということでよろしいですか。 

○鈴木委員 Ａです。 

○齊藤委員長 すみません、ありがとうございます。 

  事業効果の検証に関しても、ちょっと皆さんの

ほうで、またやってみた後につなぐとは思うので、

ここまでプロットできていれば、多少足してとい

う場合には、ここの場で意見をもらえればとは思

っていますので、これも後で、もうすぐ。 

  ちょっとやれていないところは、ちょっと延ば

しちゃって申し訳ないんですけれども、次回また

お聞きしたいと思います。 

  11番です。成り手の確保に向けた取組です。こ

ちらに関しては、皆さん実施したということで、

Ａがつけさせていただいております。 

  じゃ、事業評価の検証から、那須塩原クラブさ

ん、順繰りお願いします。 

○山形委員 この研修は他市町区の若手女性議員の

声を市民に伝えることができましたと。また会場

の設定場所がよくて、多くの市民が参加をするこ

とにつながったと思います。 

  課題問題点、将来の成り手につなげること、せ

っかくフォーラムやったので、それをつなげるこ

とが重要ということと、もっとイベントの集客、

難しさということが課題問題点。 

  最後にアクション、改善点、イベント参加市民

の声をもっと多く聞きたかったということと、事

業の目的を市民に広く理解してもらうことが必要

である。 

  今後の方向性ということで、引き続き市民への

周知理解を深め、議員の成り手不足解消への取組

を継続していかなければならないということです。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  次です、公明さんお願いします。 

○星副委員長 アンケートの調査からは、参加者か

ら高評価をいただけたのはよかったのではないか

ということと、あと、課題としては、やはり予算

が確保の部分が課題だったかなということです。 

  改善点は、今後引き続き継続するには十分な予

算を確保するということと、今回のフォーラムを

機に、議員や議会を身近であることを実感して、

市民に関心を持っていただけるよう、引き続き取

り組んでいくということです。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  志絆の会さんお願いします。 

○鈴木委員 やったことに関してよかったというこ

とで。 

○齊藤委員長 これ効果があるのですかね。 

○鈴木委員 問題点か。 

○齊藤委員長 事業効果の検証があると書いてある

んですけれども。 

○鈴木委員 そう、これよかった。 

○齊藤委員長 分かりました。 

○鈴木委員 ただ、問題点は、一部の人しか集まっ
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ていないので、そういう意味で広がり、市民全体

が集まる機会とかそういうところが問題だという

ことで、今後はそれを解消していくということで、

継続していくと。 

  大体、那須塩原クラブと似たようなところだと

思いますね。 

○齊藤委員長 逆にもっと広げて大きくということ

ですかね。 

○鈴木委員 やるならね。そうじゃないと、もっと

いい効果は得られないということです。 

○齊藤委員長 分かりました。 

  あと、敬清会さんお願いします。 

○大野委員 一般の方が多いと、逆にいろんな方の

意見も必要なんじゃないかと。集めるときですね。

後は、予算を確保する必要があると。 

  今後の方向性としては、定期的にやっぱり開催

していったほうがいいということです。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  この先に対して、また皆さんのほうでこういっ

たものを続けていくのに当たって、どういった手

法がいいのかということで、基本的な感じでうち

らのほうでやらせていただいて、同じような形の

ものをするべきなのかというと、ここに書いてく

れたとおり予算の確保になってしまうので、今後

の在り方は、成り手確保に向けた取組は、フォー

ラム以外にもいっぱいあると思うので、そこの検

討を今後していってもらえればなとは思っていま

す。 

  じゃ、この辺まとめていきたいと思います。 

  続きまして、議選監査です。 

  こちらはＤ、Ｂ、Ｂ、Ｂということで、那須塩

原クラブさんだけＤになってしまいました。これ

は何ででしたか。 

○山形委員 大場先生のやつですよね。 

○齊藤委員長 そうですね。 

○山形委員 一部着手ということでＤなんですけれ

ども、一部目標に着手ということで、議選監査委

員に関してのことに関しては、議論はしていなか

ったよね。 

○森本委員 要は、向こうの代表監査の話を聞いた

だけであって、議選監査の部分がもう少しちょっ

と議論が必要じゃないかという。 

○齊藤委員長 一部検討まで行っていないというこ

とですよね。まだこちらでその話をしていません

から。 

○森本委員 そこまで深く入ってないんじゃないの

なんていうような意見だったと思う。 

○山形委員 小島さんの話で終わったような気がし

たんで、議選監査委員まではたどり着けなかった

と。 

○齊藤委員長 分かりました。 

  すると、あと残りがＢなんですけれども、Ｂは

どういう感じですか、これは。 

○星副委員長 取りあえず検討したんで、さっきと

逆パターンですね。検討を実施したのでＢ。出た

ので、ちゃんとお会いして研修もしたので、Ｂと

させていただきました。 

  だけれども、議選監査の必要性はまだこれから

研究検討はしていく必要があって、またその研修

内容を通して、議論を深めて、議員間同士での議

論を深めて、議選監査委員の役割を確立する必要

があるということです。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。下まで言っ

ちゃいました。 

○星副委員長 下まで言っちゃいました。すみませ

ん。 

○齊藤委員長 どうするかな、Ｂは50％でしたよね。

②をやったとみんな解釈なんですかね。志絆さん
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も、敬清さんも、検討したということで、５割と

いうことでよろしいですか。じゃ、Ｂでもいいの

かな。検討するための行動は起こしました。 

○星副委員長 行動は起こしましたよというところ

でＢにしました。 

○齊藤委員長 じゃ、Ｂでいいですか。 

○星副委員長 ＢとＤの間を取ってⅭか。 

○齊藤委員長 この後つくって、また次回の議運ま

でには資料をつくって、出していきたいと思いま

すので。 

○森本委員 反対１ですからＢで。 

○齊藤委員長 Ｂにしておきますか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 分かりました。 

  事業効果の検証についても、まだこういうふう

に何を出して、何をもってというのが出ていませ

んので、在り方の検証の効果についても、もうち

ょっとお待ちいただいて、参考までにこちらの意

見も使わせていただくということでいきたいと思

います。 

  結果としてここの議運に返ってきたらどうかと

いう判断なのかもしれません。 

  あと、最後になります。パートナーシップです。 

  こちらに関しても割れていますね。公明さんだ

けⅭなんですね。 

○星副委員長 そうですね。 

○齊藤委員長 未実施のため。未実施だけれども、

Ⅽ。 

○星副委員長 未実施だけれども、Ⅽ。協定を結べ

たのでⅭ。取りあえず協定は結べた。だけれども、

まだ具体的なことまでは取り組めていないという。

それを使うまでの市の課題の洗い出しとか、政策

立案には、まだ至っていないので。 

○齊藤委員長 また下まで言っちゃいましたね。 

○星副委員長 すみません。下まで言っちゃいまし

た。 

○齊藤委員長 那須塩原クラブさんは②と③は大学

でやったと、大学との調整をしているということ

ですよね。これフォーマットのあれですよね。フ

ォーマットやっていないだけで、やる前のものは

やったという表現なんでしょうけれども、実際は

このパートナーシップの協定はもう結ぶのを前提

に、じゃ、どういったものをやりますかというこ

とで、今回これだけ上げさせていただいたんです

けれども、実施に至らなかったというのが正直な

ところになります。なので、多分Ｄのほうがいい

のかなとは思うんですけれども。 

  下のほうは、今公明さんのほうで言ってくれた

とおり、共和大と連携の協定の締結は先般行った

ということと、この先の生かし方ということで、

書いてあるという形になります。 

  那須塩原クラブさんも大丈夫ですね。あとは志

絆さんなしで、敬清会さんも手法的な話になりま

す。 

  これも今後大学等とのというこの表現がちょっ

と難しいので、もうちょっと幅を広げて、パート

ナーシップというものはやっていったほうがいい

んじゃないのかなと自分も思っております。 

  これを上げないと、実施しないのかというとこ

ろが今後争点になってくるのかなと。連携する形

は取れたので、あとは利用する価値をどうやって

上げていくかというところに取組の内容を決めて

いったほうがいいのかなとは思うんですけれども。 

  議会の政策形成及び立案能力の向上を図り、議

会活動を円滑に効率的に行うためにということで、

これ議会事務局の法的義務とか、そういったもの

に関しても含まれている状況に対しての一つのも

のということになるので、この辺はちょっと精査

していければなと思っておりますので、また次回

のときにお話ししていきたいと思います。 
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  じゃ、一応13番まで終わりました。ちょっと過

程が終わっていないところがあって御迷惑をおか

けしているんですけれども、先ほどちょっと検討

のところで、割れているところに関しましては、

実施次第、またちょっと皆さんのほうに振りさせ

ていただきたいと思いますので、御協力いただけ

ればと思います。 

  じゃ、こちらについては、閉じさせていただき

たいと思います。 

  続きまして、⑶議会基本条例の見直しについて

です。 

  簡単に報告書つくりました。前回の優秀賞の那

珂みたいな報告書にはならずに申し訳ないんです

けれども、皆さんのほうの御理解をいただいて、

今回は段階評価を抜いて管理評価ということで行

ってきたというのを書かせていただきました。 

  検証する管理評価の基準と、改正の有無につい

てということで、皆さんの会派と個人の方にも一

応情報提供ということで、一人会派にも資料を送

っていただいたという形になります。 

  会派のところから、議員から出た意見として、

これ４ページなんですけれども、６個の案が出て

きたということで、今こちらのほうの精査をして

いる段階です。 

  ３番目が、検証後の対応といたしまして、今後

議会運営委員会にて協議し、改正、一部修正を行

っていくという形で報告とさせていただきたいと

思います。 

  これ以上のものがちょっと書けないんですけれ

ども、何か御意見ある方がいれば、お願いしたい

と思います。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 大丈夫ですか。 

  昔に比べたら全然簡単になっちゃったんですけ

れども、基本的には、取組実行計画のほうから気

づいた点で、条例の修正を行っているということ

もあるので、条例全体の見直しとなっていくと、

もうちょっと大掛かりになるということと、あと

は先ほど委員長からもありましたけれども、文言

がどこに合致しているかというのと、条文の拡大

解釈で取組実行計画をやると、何を示しているの

かの理解が難しいというところが多分問題になる

のかなとは思うんですけれども、こういった感じ

で条例の約おおむね５年ぐらいというところは、

こういった感じでやらせていいただいたという部

分になります。大丈夫ですか。 

  じゃ、この先の６つ目に関しては、また素案を

次回出したいと思いますので、一応予定としては、

３月までにできればいいかなと思っています。 

  今現状、ここに書いてある中で、議員間討議の

第12条で今ちょっと苦戦しておりますので、出来

次第またお示ししたいと思っております。それ以

外は、皆さんからいただいた文字を削除する程度

のものに関しては、すぐに直りますので、そちら

をという話です。あとそうだ、これは送っていな

いんだよね。やろうと思って送るの忘れちゃった

んだよね。じゃ、次回それは出させていただきた

いと思います。 

  これはこれで、これはこれでとは変なんだけれ

ども、全協で一応言うんだっけ。 

○長岡議事調査係長 全協で報告を。 

○齊藤委員長 このような感じで、ただ報告だけに

なっちゃうんですけれども、やりましたよと報告

させていただきます。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 すみませんです。 

○相馬副議長 １点だけいいですか。 

○齊藤委員長 どうぞ。 

○相馬副議長 ２番の主な意見というところで、12

条⑴の12条のところに、市長の出席要請を必要最
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小限と見直すというふうに書いてあるんですけれ

ども、これはどこの項目でどういうふうな意見に

なったんですか。見直すというのはどういうふう

に見直すということになったんでしたか。 

○齊藤委員長 本会議及び委員会において、市長等

に対する出席要請をと書いてあるので、結局市長

等という表現が、議員間討議を行う上での話にな

っちゃっているという、これ議員間討議の原則の

ところなんで、出席要請を必要最小限にとどめる

理由というところが、皆さんが理解しづらいとい

う。 

○相馬副議長 市長の出席の要請を必要最小限に、

市長等というのは、恐らく等と書いてあったとい

うことは、執行部全体じゃなくて、執行部の出席

をできるだけ少なくして、議員間討議の中でいろ

んなことを決めていきましょうかというのが、議

員間討議の原則だったと思うんですけれども、こ

れを削るということなのかどうなのか。どういう

ふうに見直すのか。 

○齊藤委員長 こういうニュアンスをもうちょっと

細分化して表記したいなと思っています。これだ

けだと両方にかかっちゃっているんですね。自分

たちがつくろうと思っている議案とか計画に関し

ては、執行部なんかいらないじゃないですか。だ

けれども、上程されたものに関してのチェックは、

もう一度議案上程するのに、今やっている委員会

の議員間討議は執行部がありながらやっています

よね。そういったところは極力呼ぶなと言っても

無理なので、この２つをうまく分けたらいいんじ

ゃないかと。政策立案に関しては、こういった市

長等を呼ばずに行っていくと、限りなく議論を尽

くしてつくってくれと。ただし、議案上程された

ものに関しては、呼ぶなという言い方はちょっと

おかしくなるんじゃないかなと思ったので、分か

れて書いてあるところがあるんです、実際、よそ

の議会。議案としての審査の議員間討議と、これ

から政策立案する、政策形成サイクルのほうの議

員間討議を別に表記しているところがあったんで

す。同じ条項の中に。それのほうが分かりやすい

かなと思ったんですけれども、僕はそういうふう

に捉えたんですけれども、政策調整会議とか、再

度やるときは、別に執行部呼ぶ必要もないんです

よね。ということになるので、極力なくても、議

員間でやっていきましょうというのが原則として、

今後加速していくものにしたほうがいいのかなと

思っていたんですけれども、これだけだと、ちょ

っとやっぱり読み取れないんですよ。この今の現

状の原文だと。それを組み合わせてやっている最

中で座礁しています。 

  また後でお示しして、アドバイスいただければ

と思って。なので、消すというわけじゃないです。

追加ですね、もうちょっと分かりやすく、条文を。 

○相馬副議長 分かりやすくするということね。見

直すと書いてあったから、もう変えちゃうのかな

と思ったんです。ごめんなさい。 

○齊藤委員長 この内容を見直すということじゃな

くて、中身を分かりやすく見直すというふうに受

け取って、私のほうではいます。 

○相馬副議長 分かりました。 

○齊藤委員長 そのほかありますか。大丈夫ですか。

後は多分実は、その上の９条の第３項、通年議会

でであるので「会期中または閉会中にかかわらず」

というところも、実際閉会あるんですね。通年議

会ですけれども、４月30日までが議会で５月１日

から臨時会までは閉会中になるんです。なので、

閉会中という言葉は抜けないんですよ。これが、

４年に１回やるやつ。 

○増田事務局長 通年の改訂。 

○齊藤委員長 それだったら、こういう言葉で削る

ことができるんですけれども、なので、実はここ
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はこの協議をしてから修正しようかという話を係

長と話ししていました。なので、ここは不要とい

うのが、多分取れないんじゃないかなという回答

は、後でお示ししたときに説明と思ったんですけ

れども、一応それはお知らせしておきたいと思い

ます。 

  閉会中の継続審査なので、５月１日からゴール

デンウイークお休みと、臨時会議までは、申し訳

ないけれども、委員会等を開くなという感じにし

ないと、実際は閉会中の継続審査を申し出ないと

違法になるという形になります。 

  これ多分文書質問のやつだったかと、それなん

ですよ。文書質問等が入っている。文書質問に関

しての項の書き方なので、その１週間で出すとき

があるのかという話なんですけれども、ほとんど

市役所もお休みの段階になっていますので、そう

いったものを今度示して、これはこれで条文の修

正についてはまた議論していきたいと思いますの

で。 

  じゃ、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 じゃ、こちら閉じさせていただきま

す。 

  じゃ、次いきます。 

  傍聴者アンケートです。お待たせいたしました。 

  こちら皆さん、ああだのこうだの皆さんに意見

をいただきましてもう一回修正したのでちょっと

御覧になっていただきたいと思います。赤の字を

修正したということでいいんだよね。僕のほうで

もつくったんですけれども、前回言われた意見を

まとめております。簡単に上から言いますと、皆

様の声をということで、言葉をちょっと変えてい

っています。 

  １番、２番、３番は同じですね、４番まで。５

番の今回の本会議の開催を何でお知りになりまし

たかという表記に変えました。みるメールやＳＮ

Ｓをつけさせていただいています。 

  ６番の本日傍聴された感想をお伺いいたします

ということで、質問に関しても、これお諮りする

ために数字で並べたらという御意見いただいたの

で、緊張感があるないということで、４つの項目

を設けさせていただきました。 

  ７番の議場の環境です。こちらについても、入

場までがと、この間これ議論したと思うんですけ

れども、入場までが分かりやすかったか分かりづ

らかったか。職員の対応はよかったよくなかった

か。議場での音量、これは一応聞こえたか聞こえ

なかったか。配付資料について、十分であったか

十分でないかという、こういったものをつけさせ

ていただきました。４番目として。 

  上記の質問で、選択した理由や、お気づきにな

った点などを書いてくださいということで、１個

ずつ括弧をつけると間に合わないから、こういっ

た形で自由記述を設けさせていただいた。 

  一番最後の広聴広報委員会の所属する議員に情

報共有しております。またというところを、修正

させていただいたという形になります。 

  こんなんでいければと思ったんですけれども、

御意見いただければと思います。分かりやすくな

りましたか。大体小島さんと鈴木さんが一生懸命

言ってくれていたんですけれども、こんなんで。 

○小島委員 もう一つは、一番最後の広聴広報委員

会に所属する議員に。 

○齊藤委員長 情報共有しているんですよ。 

○小島委員 いや、分かるけれども、ここに書く必

要があるかどうかという意味よ。 

○齊藤委員長 一応、この情報はどこに行くんだと

いうことなんでしょうね。個人情報ではないんで

すけれども、よく書くやつの議会版みたいな感じ

で、広聴広報がそれをデータを共有して、ひょっ
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としたらこの声をだよりに載せるかもしれないと

いうことだと思うんですけれども。 

○小島委員 そういう意味か。 

○齊藤委員長 実際共有していないんですけれども。 

○小島委員 議会運営委員会も共有するんじゃない

か。 

○齊藤委員長 議会運営委員会は主催なので書かな

いです。広聴広報に共有するんです。ここがまず、

いただいている傍聴者アンケートの軸であって、

その情報を広聴広報に共有しますよという意味で

す。議運が軸です。 

○小島委員 分かるんだけれども、細かいことを言

うと、普通はこういうアンケートを議会で活用し

て改善策に取り組みますぐらいのことで、一般論

のほうがいいような感じがしたんだけれども、細

か過ぎるかな。 

○森本委員 具体的に書かなくていいということか。 

○小島委員 具体的に書かなくていい。広聴広報委

員会は議会の中の一部の組織だから、市議会とし

て改善に取り組みますとか、そういうような回答

でいいか、説明のほうがすっきりしていいかなと

思っただけです。 

○齊藤委員長 今ここが別にどっちでもいいっちゃ

いいんですけれども、基本的には、だよりに載せ

ますということでこの上の文章がついたんじゃな

いのかなと。僕もついた経緯は分からないんです

けれども。 

○小島委員 だよりに掲載することがございますと

いうのはいいと思うんだけれども、広聴広報委員

会まで書く必要がないかなと思っただけです。 

○齊藤委員長 森本委員。 

○森本委員 丁寧であるのと、間違ったことでもな

いという部分ですね。確かに、アンケートの一般

論として、議会で共有して、これからの傍聴の制

度の改善に努めますと書いただけでもいいと思う

けれども、ここに書いてあること自体間違ってい

ないし、丁寧でもあるのはありますよね。だから、

おっしゃるとおりそれでもいいかなと思うけれど

も。 

○小島委員 広聴広報委員会だけでこれを見ている

わけではなくて、議会全体で見ているはずなんで、

広聴広報委員会に共有してと書かなくても……。 

○齊藤委員長 基本的に。先ほども言ったとおり、

議運の主催がここに隠れているので分かりづらい

んですけれども、これそもそも議運だったのかね、

係。それも俺分かっていないんだけれども、やろ

うと言ってしまったので。 

  森本委員。 

○森本委員 そもそもこれ議会全体には共有してい

ないんですか。 

○齊藤委員長 していないです。 

○森本委員 していないですよね。 

○齊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 最初の部分からいくと、本日は那須塩

原市議会の本会議を傍聴いただき、誠にありがと

うございます。当市議会と書いてあるんですね。

一番最後は、那須塩原市議会事務局になっている

よね。これ誰が取ったのという感じがするんだよ

ね。議運は確かに議会の中の一委員会なんだけれ

ども、やっぱりこれは全体として市民に出すんで

あれば、那須塩原市議会の代表しているんではな

いかと思うんで、全体としては、これスタートは

議会事務局でアンケート取っていたのかもしれな

いけれども、今やろうとしているのは、委員長の

やろうとしているのは、市議会としてアンケート

を取っていくんではないかと思うんだけれども、

そこ一貫させたほうがいいんじゃないか。その中

で細かいところはいいんじゃないかというのもち

ょっと付け足します。 

○齊藤委員長 御指摘ありがとうございます。 
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  一番最後のセリフを借りれば、そんなもむとこ

ろでもないと思っているんですけれども、市議会

事務局が取っていますよということなので、議会

運営委員会がやることに対して、事務局がこうし

ているというふうな解釈になるんですけれども、

あれもそうなんです、模擬議会のポスターだって、

議会事務局が連絡先になっていて、議会運営主催

とかは書いていないんですよね、別に。なので、

ここは別に誰というのはいいとして、取った資料

がちゃんと議運に上がってきて、そういう意見が

あったけれども、どうするというところまで行き

ついていなかったというのが正直。で、古かった

んだよね、もう。だよりを見ていますか、見てい

ませんかというのだけで終わっちゃっていたとい

う。 

○星副委員長 そもそもだよりの編集……。 

○齊藤委員長 いや、分からないです。これはもう

ずっと歴史あるから分からないです。もっとこん

な小さい紙のときもあったんだぞ。そこまで来た

と。 

○長岡議事調査係長 この修正する前には、広聴広

報委員会の議員に提供しますというのと、ビラン

書きで、議会だよりに掲載することがありますと

いうふうになっていたんですけれども、あくまで

あらかじめ御了承願いますで、了承願う内容は恐

らく議会で共有をするということと、だよりに掲

載する、２つが御了解いただくことかなというこ

とで、一応これちょっと合体させてみたというと

ころが経過としてあるんですけれども。 

○鈴木委員 このアンケートはそもそも誰が持って

いる。 

○齊藤委員長 一応議運です。今のでいうと議運に

なります。 

  これ集計したものを、そうしたら、議会全体で

共有いたしますにしますか。御記入いただいた内

容を議会だよりに掲載することもあると。 

〔「それでも大丈夫」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 では、それで。 

  ただ、議会全体と書いてあるのに、共有されて

いないといわれるのも嫌だなと思って。 

〔「してください」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 じゃ、まとめたやつが、見たことな

いんですよ、僕も、実は。 

○森本委員 鈴木議員がおっしゃっていたとおりだ

と思うんですけれども、事務局というのを、じゃ、

これ議運に直したらいいんじゃないですか、ここ。

これ議会運営委員会に直してもいいのかなと。例

えばこのアンケートを始めたころには、確かに事

務局がこんなアンケートを行って集計したんかも

しれないけれども、今、主体が議運なんであれば、

ここは議会運営委員会でもいいのかなという気が

したんですけれども、最後の。 

○齊藤委員長 誰が取ったほうがいいんだろうね。

分からないですけれども、声を聞くなら広聴なん

だけれども。 

○森本委員 ただ、主体が今、委員長から議運です

と言う話があったんで。 

○齊藤委員長 出てきた内容をもむのは議運ですと

いう話。聞くまでは。 

○森本委員 じゃ、アンケートの主体は。 

○齊藤委員長 アンケートは広聴なのかなって。市

民アンケートも議会運営が指示を、広聴に協力し

てもらってやっている体になるはずなんです、普

通。だから、内容もんで広聴で配ってくれません

かという流れを今後つくっていけばいいんじゃな

いかと思っていたというのがあって。 

○森本委員 ここの下は誰がそれを集計するかじゃ

なくて、このアンケートを誰が主体に取っている

のかというのがこの下に入るべきかなという気が

するけれども。 
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○齊藤委員長 主体で取っているのは議運ですけれ

ども、実際配付してやってもらうのは事務局です

という。 

○森本委員 それ作業ですよ。だけれども。作業の

人がここに入るんじゃなくて、多分アンケートの

主体が入るべきじゃないかなという気がする。こ

この一番下のところ。御協力ありがとうございま

した……。 

○齊藤委員長 名前取りますか。 

○森本委員 それでもいいんですけれども。 

○齊藤委員長 小島委員。 

○小島委員 那須塩原市議会か、市議会事務局のど

ちらかなんですよ、本当は。 

市議会という形で取るのか、事務局で取るかどっち

かなんです。要は運営委員会とか広聴広報委員会

は、内部の一部の組織だから。 

○齊藤委員長 だから、上が議会全体で共有すると

変わるので、下は事務局でいいでしょうと思いま

すよ。 

○小島委員 どっちでもいいと思います。 

○齊藤委員長 誰が取ってもいいですよ。議会全体

で共有できればいいんで、だから、窓口はここで

今たまたまもんでいるだけで、ひょっとしたら広

聴広報のほうの課題だっていう可能性もあったと

いうことで考えれば、主体はどこというのは、う

ちらだけが知っているだけであって、ここに書か

れたもので、すごい緊張感がない、分からなかっ

た、つまらなかった、活気なかったが10人いて10

人ついていたら、結構問題じゃないですか。極端

な話。なので、そういったものは協議していきま

しょうという話につながればいいかなと思ってい

るんで。 

  結局何か分からなくてとか、何かあったときに

聞きにいくのは事務局の受付になっちゃうわけで

すよ。議員にすみませんと聞けないわけだし、終

わったらその場所で書いて帰っちゃうので、事務

局にと書いておくと、これに関しての対応は事務

局でできるんじゃないのかなと、このアンケート

を取るための話。中身は今度こっちでもめばいい

だけというのを多分小島さんは言ってくれている

ような気がするんで、僕も同じ考えで、別にここ

は誰でもいいんですけれども、事務局のほうが一

番安定があります。大丈夫ですか。伸彦さん、ど

うでしょう。いいですか。上の３文字のところは

ちょっと今直しますけれども。 

○鈴木委員 議会のことに関して、事務局が行って、

事務局が作業をしたということで、アンケートの

責任者は事務局ですよということでいいと思いま

す。ただ、その細かいことは、そこは要らなくて、

使いますよというぐらいでいいかなと、最終的に

そう思います。 

○齊藤委員長 議会全体で共有し、改善していくた

めにということで。 

○小島委員 それでいいと思います。 

○齊藤委員長 御協力くださいとか。頂いたアンケ

ートはだよりに載せることもありますという、こ

の２段構成で、もう一回ちょっと係長と相談しま

す。それで、お示しできればと思うんで、これ見

たら、オーケーもらえるようにして、３月までに

は巻き返したいと思うんで、すみません、３月議

会から使いたいと思います。 

  じゃ、簡単にいうと、このアンケートをという

ところだけを修正しますね。 

  そのほかありますか。なければ。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 じゃ、ないようなので、こちらも閉

じさせていただきたいと思います。 

  じゃ、続きまして５番です。 

  議員定数の見直しについてということになりま

す。 
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  この間、係長のほうに宿題というか、皆さんか

らいただいた意見を元に資料をつくってください

という話があったので、それの作成の資料のまと

めというかをまた係長から説明していただきたい

と思います。 

  係長。 

○長岡議事調査係長 前回、栃木県内の類似団体の

中で、直近の選挙ですとか、あとは議会の年齢構

成、また委員会、そういったものというのがどう

なっているのか知りたいといった御意見のほうい

ただきましたので、こちら、今お示ししている下

段の部分です。こちらのところを追加させていた

だきました。 

  県内の類似団体についてのまず一番左側が、議

員定数、そして、一番直近の選挙実施した日にち

になります。定数に対して、じゃ、どれぐらいの

数の立候補者がいたかというところ、そして、投

票率、男女の比、年齢構成というふうな内容にな

っております。 

  まず、一番左の議員定数ですけれども、一番類

似団体と言うことなんで、大体似た数字になって

おります。 

  そして、それに対して、２つ右です、立候補者

数、直近の立候補で見ていただきますと、やはり

大体定数プラス２とか３、そういったところが多

いのかなというふうに見えるかなと思います。 

  そして、投票率につきましても、やはり40％、

50％といったところ、大体同じかなと。 

  男女の比につきましても、やはり女性が少ない

という現状というのは、やはりどこも同じかなと。 

  そして、年齢構成につきましても、やはりちょ

っと年齢的には高めなところが多いと読めると思

います。 

  そして、委員会の数につきましても、３つか４

つ、やはり大きいところの定数のところは４つ、

やはり二十四、五、六以下だと大体３つにしてい

るところが多い。 

  そして、次、委員会の数、見ていただきますと、

大体同じ数で委員会の数をつくっているというと

ころが最も多いかなと。うちのところはちょっと

まれな感じですけれども。 

  そして、一番最後は右側に、移行ということで、

この栃木市と小山市さんは、今年度、令和４年の

４月ですけれども、定数のほうを変更しておりま

す。栃木市さんを見ていただきますと、定数を30

人から28人に減らしたと。ただ選挙をして、実際

の選挙もプラス１名なので、まだ本当極々ですね、

変えたとしても。小山市さんなんですが、こちら

も令和４年に定数のほうを下げております。ただ、

まだ選挙は来年、令和５年の４月になるかと思い

ますけれども、その選挙を迎える前に、小山市さ

んのほうでは定数を減らしたというような経緯が

あるようです。ホームページなんかでも、令和元

年ぐらいから、ここら辺の検討を進めていってい

たみたいです。やはり人数に対して、ちょっと多

いのかなというふうな議会側の思いがあって、定

数を、実際の立候補者数は33人というふうな数は

ありますけれども、早目に下げたというふうな表

記がありました。 

  つくった資料については以上となります。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  ということで、前回いろいろな御意見をいただ

いて、ここの話になっているということで、決着

をするというところまで、まだ行っていないんで

すけれども、24名にするか、ごめんなさい、24名

というわけじゃないですけれども、大体多くなっ

ている24ということだと、定数減にするかしない

かというところを、在り方についてだけではなく

て、ある程度方向性を示さないと、またずっとず

るずる行ってしまうので、その辺の今のデータを
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聞きながら、一番恐ろしいのが、26のままで、じ

ゃ、決まったら、蓋を開けて選挙になったら24人

しか立候補しなくて、無投票になってしまったと

いうことで、要は皆さん、これから、また出続け

るときの点数がつかなくなるような、この選挙は

一番やってはいけないというところの責任を背負

っているということで、結構シビアであるという。 

  先ほど係長が説明してくれたのは、栃木市さん

がたまたま28人にしたから選挙になったんですけ

れども、28人にしていないと、これはもう無投票

であったという結果なんですよね。簡単にいうと、

分かりますか、これ。定数が28で29だったわけで

す。これ同じ年にちょうど２名削ったんですよ。

なので、無投票になった可能性が大きかった、30

のままだったらということになります。 

  この間も言いましたけれども、大田原市さんも

21名に削ったけれども、その中でのオーバーした

選挙にはなったけれども、削らなかったらまた無

投票だったと。あそこ定数同じだったと思うんで、

という形になっていて、議員が存在している、身

近に感じるような議会改革から、市民福祉の向上

につなげている、頑張っている議会としても、実

際この地域のために議員となって働こうという人

たちがいない現状をどういうふうに考えていくか

ということで、人数の在り方も含めて考えていき

ましょうというのが、前回からの引き続きの議論

という形になります。 

  常任委員会に関しても、前回も言いましたけれ

ども、９人であると、同時決着のときの委員長の

最終的な意思表示で結果採決が分かれるという形

にもなってくるというというところもあるので、

きれいに並んでいるところは、みんなそれの人数

の常任委員掛ける倍数みたくなっているような現

状となっています。 

  じゃ、何人ぐらいでそうなのかというところに

なると、ちょっと難しくて、触れないんですけれ

ども、あらためてその人数に関して、単純に削減

したときの効果をどこに置くかということになっ

ていくんですね。削減の場合で話いきますと、単

純に歳費が２名分浮きますと、それの値段もどこ

かにあったんだよね。備考だっけ。26人で割って

議会費が1,270万円ですか、これ。１年分でこれ

だけかかる。掛ける４年です。それを２人分の歳

費が減るという形になります。 

  議会機能に関しては、じゃ、26人いないと何か

できないのかというと、そこの弊害は多分ないと

思います。ただ、拾える声の分布図みたいなのに

なっていけばいいんですけれども、基本的に全体

的には立候補者数が空白という地域はあったとし

ても、大きな区分でいけば、まだゼロにはなって

いないという現状もありますよね。 

  あとは、市民から見た議会への関心度というこ

とで、これも直接市民の関心度を上げていくのは、

議員個々の力になりますので、関係する人たちを

増やしていくやり方や、議会全体で市民の課題解

決に対して力を出していくということになれば、

関心度も上がっていくかなということなので、人

数に関しての意味合いも、そこが多いか少ないか

というところはちょっと議論は難しいかなという

ふうに思っています。 

  結局在り方を決めていかないと、この先この議

論が終わらなくなってしまうので、あらためてそ

のところを加味して、基本的に下げるべきかどう

かというところも議論していきたいと思っている

んですね。 

  この間、ここから先もう１個と言ったから意見

あれになったんですけれども、当市議会では、成

り手のフォーラムを始めて、先ほど検証したとお

り、これから地域を担ってくれる人たちをつくり

上げようということで、キックオフをしたんです
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けれども、それで、成り手を増やそうと思ってい

るところに、２名を減らすことになると、増やし

たいのか減らしたいのかというところにもつなが

ってしまうというところがあって、本来であれば、

議会としての機能の向上に携われるような人たち

になっていけばいいとは思うんですけれども、そ

ういったちょっとギャップも出てきてしまってい

る現状があるので、これ以上後はもうトークで協

議をして決めていくしかないという状態になって

いるんですね。 

  なので、一旦人数についての話を皆さんからも

う一度意見をいただいて、そこから対応を考えよ

うかなと思ったんですけれども、お聞きしてもよ

ろしいですか。下げることがよろしいのかどうか

という話。分からなければ分からないでもいいと

思うんですけれども、大丈夫ですか。ちょっと無

茶ぶりなんですけれども、じゃ、大野さんからい

いですか。 

○大野委員 定数26ということで、結論を言うと、

僕は下げない方がいいと思います、今の時点では。 

  さっき委員長のほうからもあったように、若者

に立候補してくれしてくれと言っていて、例えば

24とか20とか下げてしまうと、逆に今度立候補す

る人が減ってきちゃうと思うんですね。 

○齊藤委員長 狭き門みたいな。 

○大野委員 と思うんで、多分26で、前回立候補者

数28なんだけれども、これが多分28だったら、32

とかになるんだと思うんです。今の時点で、ちょ

っと、じゃ、次の改選のときに24にしようとか、

減らす方向にするというのは、ちょっとまだ段階

的には早いんじゃないかなというふうに思います。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  それじゃ、森本さん。 

○森本委員 前々回の選挙が、たしか８人オーバー

だったですよね。そちらで当選させていただいて。

今回が２人オーバーということで、オーバー数的

には減ってきているんだなというのは感じるんで

すけれども、先ほど大野さんが言っていたとおり、

うちらの議運の活動として、若い人たちを議会の

ダイバーシティというか、多様性を広げるという

活動をしていく中で、定数を減らすというのとは、

ちょっとそこに矛盾を感じている部分もあるんで

すね。じゃ、減らさなくていいのかと言われてし

まうと、先ほど委員長が言っていたとおり、それ

でしなかったことによって、選挙にならないとい

うようなことになるというのは、もっと避けなき

ゃいけないことなのかなという気持ちもあるので、

その両方を考えると、結局分からないなという、

どうしたらいいんだろうという、ちょっと自分の

中では、結論が出ていない状態ですね。 

○齊藤委員長 山形さん、お願いします。 

○山形委員 本当に今も森本委員が言ったように、

非常に難しいなと。いずれも人口減少というのは、

この間、必ず人口減ってきますから、じゃ、この

数に関しては、どこかで区切りをつけて、議論を

しっかりしなければならない。やっぱり避けては

通れない部分なので、この近隣の自治体見ると、

やはり明らかに那須塩原市はちょっと多いのかな

というふうなことも考えられますので、避けては

通れない部分なので、やっぱりこれは議論してい

かなければと。 

  いずれはどうせ何年後か同じように定数の見直

しというようなこともあると思うんで、やっぱり

ここはしっかり議論したほうが私はいいんではな

いかと思います。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  中里委員、お願いします。 

○中里委員 結論的には、私もちょっと分からない

というのが正直なところです。歳費のお話もあり
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ましたけれども、市民福祉の向上という部分の中

で、市民の代表をそういうふうにということで削

っていくのは、市民福祉の向上に一体どうなんだ

ろうなというふうに思いますし、今の森本さんの

話も、ちょっと私も納得できたところがあったん

ですけれども、多様性だったりとか、政治に参画

するというようなところで、門を狭くするのもど

うなのかなというところもありながら、実際立候

補者数が減ってきているという現状もあるんで、

その辺のところをどう考えるかというところ、ま

だちょっと自分の中では結論出せないでいるとい

うのが現状です。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  じゃ、小島さん。 

○小島委員 私は、大野さんからもあったとおり、

今、選挙の立候補者に関しては、広げようとして

いる段階で、減らすのはやっぱり逆効果だろうと。

もう一つは、基本は人口対議員数だと思うんです

よ。そういう中で、こう見ていると、やっぱり鹿

沼とか日光から比べれば多いわけですよね。それ

ほど議員が多いというわけではない。最終的に11

万を切ったらば、間違いなく２人は減らすべきか

なと、要は人口がここまで減ったら、ここで下げ

ると。10万人だったらもう22人にするとか、26か

ら24、22に下げていくという計画をつくりながら、

議員定数を考えていったほうがいいのかなという

感じはします。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  伸彦さん。 

○鈴木委員 ここで言うのも何ですけれども、当選

してきた人のレベルの問題にもよると思うんです

よね、議員の審議の内容は。新しく入った人は、

やっぱり１年生と、３年と４年もやっている人だ

と、仕組みも議会の理解も、執行部の予算の考え

方も理解できるかどうか分かるんだけれども、新

しい人が入ってこなければ、新陳代謝しようがな

いので、結論から言うと、今性急に減らすとかし

なくてもいいかなと。 

  ただ気になっているのは、やっぱり昔４委員会

だったのが３委員会になって、９、９、８という

半端なところになるので９×３＝27でもいいよう

な気もするし、24でもいい気がするんですけれど

も、ちょっと小島さんとも一緒になっちゃうんで

すけれども、人口の数を見ながら、今はこの状態

であわてる必要はなくて、次の選挙の立候補者数

を見ながら、本当に見通しになるようであれば、

減らすと。その程度でいいんじゃないかなと思い

ます。 

○齊藤委員長 前回最後にそれを言ってくれたんで

すよね。ということで、その意見も聞きながらと

いうことで、一応前回のお話を聞いて、事務局の

ほうに振ったので、正副として考えておりました。 

  副委員長何かあるか。 

○星副委員長 あとは、新庁舎が建設予定になって

いるということで、議会のほうの部屋、またあと、

議場の椅子の数等も今後やっぱり考慮していかな

きゃいけない部分でもあると思うので、それも頭

に入れつつ、もう少し議論を深めていくべきかな

とは思います。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  今皆さんの意見としては、山形さん以外は基本

的にはそのままなんだけれども、そのままという

理屈も分かるけれども、山形さんが言ったとおり

議論はしなきゃいけないというところだけ、今刈

り取ったんですけれども、そこに副委員長が今言

ってくれた中で、ここである程度方向示さないと、

次の選挙になった後に庁舎建設が始まるんですよ

ね。伸彦さんが言ってくれた案がすごくよかった
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ので、条件付したときに、多分庁舎建たないじゃ

ないですか。これから後２年後に選挙あって、建

たないんですよ。建ち始めの頃なんです。そこで、

その選挙の条件に付したものを用意していた場合

に、そこに宛がうような建築に変えなきゃいけな

いという、分かりますか、何となく言っているこ

と。今令和５年なんで、何年になるのか、７年に

なるんだっけ。建てている最中になっちゃうんだ

よね。９年度まで行っちゃうんだっけ、たしか。 

○長岡議事調査係長 ９年までかかるか。 

○齊藤委員長 ９年の４月に開庁でしたか。８年と

言っていたけれども、何か伸びそうな感じで言っ

ていましたよね。なので、７年の４月だかがうち

らの次の選挙なんです。そこでもし条件がこうい

う条件だから減らしましょうという話になったと

きに、その次だからいいのか。ということでなっ

たときに、せっかくつくったときの数が余ってい

くというのだけは出てきちゃうよという話をした

わけだけれども、すみません。なので、そこだけ

を考慮していきますよというふうに。 

  せっかく係長もこれつくってくれてということ

で、皆さんの着目点が人それぞれということもあ

るので、誰にお願いしても、誰に振ったとしても、

結論から言えば、委員皆さんの意見として、これ

は減らすべきだという要素を探しているだけなん

ですけれども、市民の意見からして、減らせとい

うのは議会報告会で出てきたというところもあっ

て、じゃ、その声を受けたから、人数を下げるん

ですかという話を、例えばこの間長内さんが言っ

ていたよね。ということで、長内さんじゃないな、

北川さんが言っていたんじゃなかったか。誰か言

っていたんですけれども、市民意見を受けて、議

会の人数は変えるものなんですかという話もされ

ていたマニ研の誰かがいたんですけれども、そう

いった捉え方もあるということで、議員自らが条

件を付して、自分たちで考えていきましょうとい

う形になると思います。 

  さっき小島さんか、人口が何万人というのは、

これ言い出したら、ずっと議論にならなくなっち

ゃって、住民の住んでいる人口でやるというのは、

ちょっと何とも言えない状況が続くかなとは思う

ので、減らす内容というよりは、一応正副でも、

そういった話合いも今回確認をして、皆さんの中

では早急に減らすべきという意見はなかったので、

減らせる条件として、何点か、今まだ口頭の段階

なんですけれども、示したいと思います。小島さ

んの人口という点もあったんですけれども、すご

く減るまでに、歪曲こういうふうにゆっくりにな

っていくので、ちょっと難しいのかなと、８年後

とか９年後とかいうよりは、せめて議会の話なの

で、議会の関心が下がってきている時点で、人口

がいるからそのまま開けておくというふうになっ

ちゃうと、ちょっと違うのかなとも思ったので、

案としてなんですけれども、定数変更条件として、

次期改選時適用みたいな話で残していければいい

んじゃないかというのが、山形さんが言ってくれ

た議論の場にしましょうと、今回は24とか、20と

かという定数減の話を具体的に決めていくという

のではなくて、次の選挙に臨むために、選挙の結

果を受けて、対応するような形にしていったらど

うかということで、これ全然決まりじゃないんで

すけれども、案だけ取りあえず言っておきますの

で、また次回以降、これを決めて、今年度の議会

運営委員会のメンバーで決着させるかどうかも含

めて議論していきたいと思います。 

  例えばなんですけれども、問答無用が次回の改

選時無投票だった場合、これはもう絶対次は減ら

しましょうと。 

○長岡議事調査係長 委員長、資料まだ、ごめんな

さい、皆さん見られてないので。 
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○齊藤委員長 だから、声だけでと言ったんだけれ

ども。返って見ちゃうと、ここで言われちゃうか

ら、まだ決まりじゃないし、見てもいいけれども。

じゃ、出してあげてもいいです。だだだと書いた

だけなんですけれども。 

  これをちょっとはしりはもうつくって議論した

んですけれども、見えていますかね。それがこの

二重線の下になるんですけれども、定数変更条件

ということで、一番目は無投票だったら、これ立

候補者数、例えば１名オーバーだったりというの

をつくったらどうか。これは全然これからです。 

  投票率の低下、先ほどここでお茶飲み話で始ま

る前に、昨日青森市議会の議長さんが視察に来ら

れたんですけれども、ついこの間の11月に青森市

議会議員選挙をやって、８名オーバーの選挙で

38.8％という。もう市議会議員のレベルで38％は

死活問題ですよ。それだけ無関心、もうどうでも

いいよと話になっていくと、うちらもこの42.99

ということで、実は５ポイント落ちているじゃな

いですか。なので、このパーセンテージが40％を

切ったらという、パーセンテージを表すやり方。 

  あと、先ほど言った財政面、財政ひっ迫してき

て、先ほどいったとおり、1,200万円掛ける４年

だから5,000万円近くだから、１億円ですか、単

純に２人で。そこまで行かないのか。そんな感じ

だよね、大体。財政を圧迫していくと、人件費で

すよね。うちら議員に使うんだったら、市の職員

増やせみたいなという話で、財政面で何らかのア

クションがあったときはどうかと。 

  あと、ちょっとこれ究極なんですけれども、若

者、女性の立候補者がゼロだったら減らすべきじ

ゃないかと。これ伸彦さんが言われたとおり、ブ

ラッシュアップされていかないんです。同じ人た

ちがずっと上がっていく議会は、これはちょっと

危機的状況になるということなんで、だったら、

同じ人だけだったら要らないよねという話の議論

にもしていかないと、新陳代謝が図れないという

話です。高齢者の活躍も必要なのでいいんですけ

れども、議会改革も行っている中での皆さんの。 

  あと、６番目は、選挙のある年までに、市民か

らのアクションなどで、これは大きな陳情が来た

りとか、減らすべきだという。これはさっき言っ

たとおり、それを議会がどう返すかは別として、

こういったものがあったりみたいな、こういった

条件を付して、議運で決定しておけば、その選挙

後にこれを宛がうという形になるということにな

るので、要は定数の在り方を減らすか減らさない

べきかでいうと、減らさないという現状は結果と

しては出すんですけれども、ただ、市として、条

件を付していくようなやり方をしていったらどう

かと。 

  ここで決めたくないというのであれば、次年度

以降に申送りはしますので、別に焦る必要もない

んですけれども、これ一回、やっぱり先ほども言

ったとおり、議会内の議員さん全員で前の政治倫

理のときで喧々諤々やっていたのを皆さん覚えて

いると思うんですけれども、やるべきであるとい

う形ですよね。自分たちで決めてやっていくとい

う姿勢を示すのに当たって、次回までにこういっ

た条件を付けて選挙戦に臨むと。新しい人も出て

きて、投票率も今以上、今キープとかになって、

立候補も多くて、若い人も入ってくれば、何ら問

題ないということを、無責任に言っているわけで

はなくて、できる限り成り手のフォローも入れつ

つ、活性化させていきましょう。 

  その中で、もちろん現職が強くて、新しい人た

ちが負けてしまうというものもあったり、逆もし

かりなので、そういった選挙戦があることで、皆

さん初めて点数がつくということもあるし、投票

率というのが、この議会改革の最終的な終着点に
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なっていくと、関心度としてになるので、こうい

ったものだけは用意できたという対象もあってい

いんじゃないのかなとは思っています。 

  ということで、次回以降これをもんでいければ

なと思ったんですけれども、在り方として決着を

してしまうと、多分その先何も議論をしなくなっ

てしまうので、じゃ、３年目、４年目で、また議

論するんですかというと、平行線になってしまう

から、こういった議論をしていくと思ったんです

けれども、いかがですかね。 

  森本委員。 

○森本委員 これに出ている条件などの３番と５番

は、定数減ったら改善するものでもないのかなと

いう気がするんですよね。どうなんですかね。３

番と５番。これは確かに問題で、これは回避して

いかなきゃいけないと、物すごく重要な問題なん

だけれども、これで、じゃ、これを改善するため

に定数を減らしたら、これは改善するのかという

と、ちょっと違うのかなという気はする。 

○齊藤委員長 でも、僕今言っていた話のところな

んですけれども、同じメンバーが年齢で上がって

いくということ自体が危機的状況だと言っている

んですね。だから、この表現が下がったから、改

善させなきゃではなくて、やろうとしている意識

が市民に届いていないということになると、３番

のほうは。 

○森本委員 だから、結局これは定数を減らすとい

うよりも、まず、議会の活動というか議員それぞ

れの活動だったりとか、そこに大きな問題がある

気がして。 

○齊藤委員長 だから、そういう人たち要らないよ

ねということです。 

○森本委員 人数減らせば、それが改善するのか。 

○齊藤委員長 もっとびっとなるんじゃないですか。

活動に拍車をかけないと、ここに入れる市という

フィールドになるから、やらなくてもやっても同

じということになるということです。 

○森本委員 その場に関しては、確かに。結局関心

が低いんだから、下げることによって関心を集め

るということにはなるかもしれない。 

○齊藤委員長 本来だったら、もう下げて臨むこと

が上がる条件なんですけれども、今回は下げない

となっているので、ただでさえ逆風から始まるん

ですよ。結局下げなかったのねということになる

んで、要は保身に入っているという勘違いをされ

てしまうんです。なので、投票率で勝負しますと。

これだけ一応取組をしている中で、誰が関心を持

ってやってきたかというのがしっかり議会全体と

して捉えられているかも含めての投票率なので、

その先の下がった場合は。 

○森本委員 これは議会内じゃなくて市民に対して、

こういう条件を付けますよということを発表する

ということですか。 

○齊藤委員長 別にしません。 

○森本委員 そういうわけではないということね。 

○齊藤委員長 申送りとして、こういうものをつけ

ておかないと、次の議論には上ってきませんよと

いうことです。誰もやりたくないというふうなゾ

ーンになっちゃうので、でもほかのところは全部

議会の定数の検討委員会みたいのをしっかりやっ

て。見させていただいているところでは、市民と

意見交換になると、おおむね減らせと。理由が分

からず減らせという、何でですかと、だって何し

ていいか分からないものと、そんな程度なんで、

知る権利のほうの方々も、もうちょっと議会に関

心を持っていただければ、本当の力量というのが

分かると思うんです。 

○森本委員 そこの関心があれば、投票率も上がる

気がするけれども。 

○齊藤委員長 そうなんです、はい。 
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○小島委員 ①と②は同じなんです。無投票と立候

補者数というのは同じなんです。要は、立候補者

数が少ないから無投票になるだけで。 

○齊藤委員長 そうなんですけれども、立候補され

ている人数が、要は２名オーバーだったら選挙じ

ゃないですか。だから、それだけそれだけ。 

○小島委員 要は同じだという意味ね。 

○齊藤委員長 同じじゃないよ。投票されるんです

から、選挙になっているのかとは。 

○小島委員 １人でもあれだから。 

○齊藤委員長 そうです。１人オーバーだったら、

もう減らせというぐらい、成り手をうちらがわざ

わざ苦労してやっているわけですよ。議員になり

ませんかということを議員がやっているわけです

から、そんなのないんですよ、普通。 

○小島委員 ファクターとして何をつけるかという

話だと思うんですよ。国ではやっぱり定数の話は

みんな人口なんですよ。５増５減とか、みんな要

は。 

○齊藤委員長 国はそうですよね。 

○小島委員 基本からいけばやっぱり人口なんです

よ。建前上は、だから、まずは人口が１つ目にあ

って、それ以外のやつがまた帰ってくるんですよ。 

  それで、その次に投票率の関係とか。財政面と

いうのはちょっとどうかなという感じがある。こ

れはよっぽど那須塩原市の財政が厳しくなったと

きにしかないんだけれども。ま、そういうことね。 

○齊藤委員長 今議論するところじゃないんで。 

○中里委員 ですよね。中身じゃなくて、まず取り

あえずこういう案として。次回以降に中身につい

て皆さんでもんでいきましょうというのが今回の

話になるわけですよね。 

○齊藤委員長 おっしゃるとおりです。もうちょっ

と続いたら、同じようなことを今言おうと、ナイ

スな補足なんでけれども、意見としては取れるん

で、結局これで示さないと議論にならないから。 

○小島委員 示すというのは分かりました。 

○齊藤委員長 皆さんに言いたかったのは、今いっ

たとおり、次の段階。山形さんの最後の言葉、議

論はしなきゃいけない。議論をこれを続けてやり

ませんかというお話です。決着がつかなければ、

次年度に送りますという話なんですけれども、こ

ういった姿勢は、でも出すべきだとは思います。

絶対。ただでさえ、26で臨むので。 

  大野委員。 

○大野委員 一応改選があることに、その前に見直

しというか、話合いというか、そういったものを

つくるというニュアンスでいいですよね。 

○齊藤委員長 毎回次に考えるので、気分的には議

員側は楽になるはずなんです、このやり方は。選

挙が起きたらごとのアクションなので。だから全

部で８年ぐらいかかる。次の選挙までに。 

  今回は市民の声も受けた中での議論の話になる

ので、あと２年あるから、さっき言ったとおり、

こういう本当に大きな声が上がったりとか、こん

な財政とか、例えば議会内の議員の中に不祥事が

起きてしまって、お前らいてもこうだろうとか、

そういったことがあったときにはまた別として、

すぐに変えていかなければならないというところ

もありますし、矢板市議会みたく、本当に、今小

島さんが言ったみたく人口が３万人切っちゃうよ

というところが、まだ人数をどんどん減らしてい

る現状を見たりとか、人口で先に行っちゃうとこ

ろはそういう議論が出ますけれども、那須塩原市

はゆっくり下がっていくので、人口の理論でいく

と、しばらく定数が同じになっていってしまうと

いう。 

  この間も言いましたけれども、足利が県議選と

かに転職する市議会議員さんが増えちゃって、引

退する方がいるので、24でも成り手がいないと騒
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いでいるわけです。なので、そういった自治体の

実情も鑑みると、自分たちのほうではこういうも

のをつくってやっていますというのは必要なのか

なとは思うので、一応こういったのをまた次回上

げていって、協議できればと思うんで、それで進

めていくということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 じゃ、進めていきたいと思います。 

  じゃ、以上で⑸番のほうも終了とさせていただ

きたいと思います。 

  次⑹その他です。 

  その他は何かあったっけか。これだけか。 

○長岡議事調査係長 次回開催の。 

○齊藤委員長 次回開催は２月８日の全協の後、長

いから多分２時ぐらいとかになるかもしれない。

今回頂いたものと、全てひっくるめて協議をして

いって、また間に合わなければ、定例中を使って

議会中の中でもし足らなかったらやって、３月の

全協で説明して、３月の定例会で最後議決すると

いう流れで、最後の総仕上げになりますんで、ま

た御協力いただければと思います。 

  あと何かあるか、大丈夫か。 

  じゃ、最後に、一番最初に戻るんですけれども、

模擬議会のほうの原稿に関しては、またちょっと

正副でばばばとやって、皆さんに送るので、この

文じゃさみたいなのは言い返さなくていいので、

こういったニュアンスでやってくださいというこ

とで、この文なんだようと言われちゃうと、俺ら

もえっとなるので、じゃ、好きにやれよみたいな

感じになるので、取りあえずさっき言ったとおり、

出過ぎてもいいような内容ではなくて、伸彦さん

が言ったけれども、別にリップサービスも要らな

いので、共感するのは構いませんし、こうしてい

くから研究していきますという話と、この先常任

委員会や議運のほうでその回答をどうするかを議

論して、なるべくスピーディーに返してあげると

いう形でやっていきたいと思いますので、御協力

ください。 

  事務局のほう何かありますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないですかね。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○齊藤委員長 じゃ、以上で議会運営委員会のほう

を閉会といたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ４時１７分 
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